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第１章 計画の前提 
 

 １ 策定の趣旨 

本市では、２１世紀を展望した市政の基本理念や基本目標を掲げた「千葉市基本構想」の

もと、「やすらぎをはぐくみ 未来を支える都市づくり」を目標とした基本計画「ちば・ビジ

ョン２１」（目標年次：平成２７年）を平成１２年に策定し、これを中長期的な行政運営の指

針として、総合的かつ計画的な施策の推進を図ってきました。 

しかしながら、「ちば・ビジョン２１」の策定から１０年が経過し、この間、尐子高齢化の

進展、人口減尐社会の到来、地球温暖化の進行、本市の財政状況の悪化など、社会経済情勢

や諸状況が急速に変化していることから、これらに的確に対応するため、新たな基本計画を

策定するものです。 

 

 ２ 計画の特色 

（１）多様な主体が共有できる計画 

地方分権の進展とともに、地方自治体における自己決定・自己責任のまちづくりが重要

になり、地域社会では、多様な主体の自主的な活動との連携を基調とするまちづくりが求

められます。 

そのためには、多様な主体が、本市の目指す目標とその実現のための考え方を共有する

ことが必要であり、市民をはじめとする多様な主体の参画によって、計画づくりを行いま

す。 

また、市民に身近な区の特性を活かしたまちづくりに向けて、区民と区役所の協働によ

って、各区の方向性を示す新たな区基本計画を策定します。 

（２）変化に対応できる計画 

社会経済情勢などの流動性・不透明感が高まっているため、計画期間を短縮し、状況の

変化への対応力を高めます。具体的には、基本計画は１５年から１０年に、実施計画は５

年から３年に計画期間を短縮するとともに、状況の変化によっては、計画の見直しを行い

ます。 

また、成果指標を設定し、計画目標の実現に向けて、ＰＤＣＡサイクル1による進行管理

を行います。 

（３）わかりやすい計画 

総合計画は、市民の多様なニーズに応える総合的なまちづくりの計画です。一方、厳し

い財政状況のもとで取組みを着実に進めるために、選択と集中の考え方に基づく重点的な

                                                   
1 Plan（計画）-Do（実行）-Check（評価）-Act（改善）を順に実施するマネジメントサイクルのこと。 
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取組みが求められています。 

そのため、施策の展開については、政策分野別に総合的に示すとともに、重点的に実現

すべきまちの個性を示します。 

また、できるだけ多くの市民にご覧いただけるよう、構成や表現など、極力わかりやす

い計画書となるよう心がけています。 

 

３ 千葉市の概況 

（１）位置及び地勢 

本市は東京湾の湾奥部に面し、千葉県のほぼ中央部、東京都心部から東に約４０㎞に位置し

ます。成田国際空港及び木更津市（東京湾アクアラインの接岸地）からそれぞれ約３０㎞の

距離にあります。また、鉄道や幹線道路の結節点として、県内の交通の要衝となっています。 

市域面積は約２７２㎢ で、地形は花見川などの河川によって刻まれた低地と台地、東京湾

沿いに広がる約３４㎢の埋立地に大別されます。 

全体的に平坦な地形のため、都市の成長とともに市街化が進みましたが、内陸部には緑豊か

な自然環境が残されており、また延長約４２ｋｍに及ぶ海岸線や１３の河川を擁するなど、

大都市でありながら緑と水辺に恵まれていることが特長です。 

 

（２）沿革 

 

都市の起源 

市内には、世界的に有名な「加曽利貝塚」などの遺跡群が、数多く発見されており、当地へ

の人々の居住は、遠く縄文時代以前までさかのぼることができます。 

都市としての起源は、西暦１１２６ 年（大治元年）、千葉常重が猪鼻山に居館を構築した

ことに始まります。鎌倉時代は、ほぼ下総一国を支配した千葉氏のもとで賑わいをみせまし

たが、この千葉氏の命運と共に一寒村へと衰微しました。 

江戸時代に入り、佐倉藩領であった千葉町は、江戸への物資積出港として、また、江戸と  

房総を結ぶ宿場町として、再び活気を呈することとなりました。 

 

本格的な都市形成～千葉市誕生～ 

１８７３ 年（明治６年）、廃藩置県により千葉町に県庁が置かれ、本格的な都市としての

歩みが始まりました。県庁に続いて、医学校、師範学校が設置され、１８９４ 年（明治２７ 

年）には総武鉄道千葉駅が開業しました。東京と結ぶ鉄道の開通は本市の発展の手がかりと

なり、県内における政治、経済、文化の中心として諸機能の立地が図られ、また、軍施設の

立地も進み、「軍都」としての性格も帯びるようになりました。第一次世界大戦による影響

もありさらに成長を続け、１９２１ 年（大正１０ 年）には市制が施行されました。当時の

人口は、約３４，０００人、市域面積は約１５㎢で、現在の中央区千葉寺町～稲毛区黒砂の

一帯にあたります。 



 

7 
 

 

軍隊の町から焼け野原へ 

昭和に入り、第二次世界大戦前の準戦時体制下において、内務省の東京湾臨海工業地帯計  

画の一環として、１９４０年（昭和１５年）より寒川・蘇我の地先に９０万坪の埋め立て工

事が着手され、そこに日立航空機が立地し、敗戦まで海軍向け航空機の生産が行われました。

軍需工場のほかに、陸軍の司令部、連隊、学校、補給廠、病院などがあったため、１９４５

年（昭和２０年）には大空襲に見舞われ、市街地の約７割が被災し、繁華街は焼け野原と化

しました。 

 

産業都市への転換と人口急増対策 

中心市街地の再建から始まる本市の戦後は、本格的な工業化の幕開けでもありました。戦  

時下に造成された埋立地への川崎製鉄の進出、続く東京電力千葉火力発電所の操業により、

臨海部を中心に工業集積が進みました。また、工場進出による人口増大や首都圏のベッドタ

ウンとして、公団等が海浜部の埋立地等に大規模団地の造成を行うとともに、周辺町村との

合併を経て、現在の市域が概成されることとなります。 

この間、１９６５年（昭和４０年）には３０万人、１９７１年（昭和４６年）には５０万人

を突破するなど本市の人口は急増しました。これに対応した社会資本の整備や、公害の発生

による生活環境の悪化への対応が大きな課題となりました。 

 

大都市への飛躍 

高度経済成長後も人口は着実に増加を続け、首都圏における中枢的な都市として求められる

より高次な都市機能を担うため、１９９１年（平成３年）以降、業務核都市として、千葉都

心及び幕張新都心の整備をさらに進めるとともに、ＪＲ京葉線、千葉都市モノレールなど基

幹的公共交通の充実を図りました。 

また、１９９２年（平成４年）に全国１２番目の政令指定都市となり、６つの行政区を設  

置するなど、市民に身近な行政と魅力ある区づくりを推進しました。 

    さらに、都市機能の一層の充実を図るため、平成１３年以降、蘇我副都心の長期的な育成・

整備を進めています。 

 

現在から未来へ～成熟した大都市として～ 

現在も人口は緩やかな増加傾向にあり、都市として成長を続けています。 

政令指定都市として都市基盤整備を推進した結果、公共施設については概ね充足しており、

今後は、既存の社会資本や地域資源など、恵まれた環境を活かしながら、首都圏の主要な拠

点都市として、県都として、そして９６万市民が暮らす基礎的自治体として、さらなる発展

が求められています。 
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基本構想
目標年次

21世紀を展望

基本計画
計画期間：10年間

平成24（2012）年度～

平成33（2021）年度

実施計画
計画期間：3年間

第２章 計画の枠組み 
 

 １ 計画体系・計画期間 

    総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画の３層構造とします。 

各々の基本的な性格と計画期間は次のとおりです。 

 

基本構想（平成 11年 12月議決） 

 ・市政運営の指針として、変化の激しい時代であっても

変わることのない恒久的な都市づくりの基本理念・基本

目標及び望ましい都市の姿を示しています。 

〔基本理念〕人間尊重・市民生活優先 

〔基本目標〕人とまち いきいきと幸せに輝く都市 

〔望ましい都市の姿〕 

  ①自然を身近に感じるまち・千葉市 

  ②健やかに安心して暮らせるまち・千葉市 

  ③安全で快適なまち・千葉市 

  ④豊かな創造力をはぐくむまち・千葉市 

  ⑤はつらつとした活力のあるまち・千葉市 

  ⑥共に築いていくまち・千葉市 

 

基本計画 

・基本構想で定める基本目標等を実現するため、まち

づくりの方向性を示す基本方針、今後の施策展開及

び計画期間中の重点的な取組みの考え方を示すもの

です。 

 

 

 

実施計画 

・基本計画に基づく具体的な事業を示すものです。 

 

 

２ 計画の推進主体  

まちで暮らし、活動する市民、団体、そして企業は、それぞれの本来の活動に加えて、公

共活動2を行うまちづくりの主役でもあります。本計画は、地域で活動するすべての主体の役

割に応じた参画・連携により、推進します。 

   ［各主体が公共活動で担うべき役割］ 

    ・市民（個人）…市政や公共活動に関心を持つとともに、関心や必要に応じて、個人や団

体・企業の一員として、主体的に公共活動を行う。 

                                                   
2 公共の目的のために行う活動のこと。公共施設や公共交通機関などの中での公共マナーに基づく行動や、

ボランティア活動、自治会の活動、ＮＰＯの活動、企業の社会貢献活動など、多岐に亘る。 
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    ・団体（自治会・ＮＰＯなど）…市民（個人）が活動しやすい環境づくりに配慮するとと

もに、活動を通じて得られた知識・経験などの資源を積極的に公開し、

公共活動の充実を図る。 

    ・企業…企業理念に基づき、地域に根ざした社会貢献活動を積極的に行う。 

    ・行政…それぞれの主体が公共活動をしやすい環境づくりに努めるとともに、それぞれの

主体の積極的な連携・協力を促進し、公共活動の充実を図る。 

    ・共通…各主体の公共活動への想いを理解しあい、目的を共有し、対等な立場で連携・協

力して共通の課題の解決に取組む。 

 

３ 計画の推進方針 

（１）市民参加・協働の拡大 

多様化・複雑化する公共ニーズに的確に対応するため、より一層幅広い、課題に応じた

適切な手法に基づく市民参加・協働により、計画を推進します。 

 

（２）効果的で効率的な行政運営 

限られた財源の中で、市民の信頼に応えるためには、行政改革と財政健全化の取組みを

強化しながら、市民視点・納税者視点を踏まえた効果的・効率的な行政運営を行うことが

必要です。 

そのため、計画の推進にあたっては、積極的な情報提供など、行政運営の透明性を高め

ながら、市民との情報共有を図るとともに、成果指標を活用した進捗状況の把握・評価、

課題の検証など、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行います。 
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４ 将来人口の見通し 
    

本計画の前提としている将来人口の見通しは以下のとおりです。 

 

（１）将来人口の見通し 

 

［総人口］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■本市の総人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市の総人口は、今後しばらくは増加し、平成２７年に９７万人に達しますが、

その後、減少に転じる見通しです。 

平成４７年には８８．３万人と、平成１２年頃の水準まで減少する見通しです。 

924,319

964,000
970,000 968,000

963,000

948,000

920,000

883,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

920,000

940,000

960,000

980,000

H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

計画期間 
（人） 
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（単位：人）

H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

924,319 964,000 970,000 968,000 963,000 948,000 920,000 883,000

184,637 204,000 211,000 217,000 221,000 224,000 225,000 224,000

181,708 178,000 176,000 174,000 172,000 167,000 162,000 155,000

149,685 157,000 159,000 157,000 156,000 153,000 148,000 143,000

149,898 149,000 145,000 142,000 139,000 134,000 127,000 118,000

112,850 124,000 127,000 126,000 125,000 124,000 121,000 116,000

145,541 152,000 152,000 152,000 150,000 146,000 137,000 127,000

計画期間

中 央 区

花見川区

稲 毛 区

若 葉 区

総人口

区
別
人
口

緑 区

美 浜 区

［区別人口］ 

 

 

 

 

 

 

    ■本市の区別人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［総人口及び区別人口の見通し］ 

 

  

 中央区は、総人口が減少に転じる平成２７年以降も増加を続けますが、その他

の区は、平成２７年にはピークを迎え、その後減少に転じる見通しです。 

185

204

211
217

221
224 225 224

182
178 176 174 172

167
162

155150
157 159 157 156 153

148

143

150

149
145 142

139
134 127
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124 127 126 125 124
121

116

146

152 152
152 150

146 137

127

100

150

200

250

H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区

（千人）

計画期間 
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127,608 130,000 124,000 116,000 108,000 98,000 91,000 88,000

639,711

619,000 602,000 594,000 590,000 581,000 552,000 502,000

152,231 215,000 244,000 258,000 265,000 269,000 277,000 293,000

16.5

22.3

25.1

26.6
27.5

28.4
30.1

33.2

10.0

15.0
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30.0

35.0

40.0

0

100,000

200,000

300,000

400,000
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700,000
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900,000

1,000,000

H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

65歳以上

15-64歳

0-14歳

高齢化率

（人） （％）

［年齢３区分人口］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■本市の年齢３区分人口及び高齢化率3の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 総人口のうち、６５歳以上人口が占める比率のこと。 

計画期間 

 高齢者（65歳以上）の人口が一貫して増加し、平成２７年には４人に１人が、 

平成４７年には３人に１人が高齢者という超高齢社会が到来する見通しです。 

 また、当面は、65～74歳の高齢者が 75歳以上の高齢者を上回りますが、 

平成３３年には逆転する見通しです。 

 これに対し、年少人口（15歳未満）や生産年齢人口（15～64歳）は減少を 

続ける見通しです。 
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H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

127,608 130,000 124,000 116,000 108,000 98,000 91,000 88,000

639,711 619,000 602,000 594,000 590,000 581,000 552,000 502,000

152,231 215,000 244,000 258,000 265,000 269,000 277,000 293,000

うち65-74歳 96,891 126,000 138,000 132,000 126,000 105,000 108,000 129,000

うち75歳以上 55,340 89,000 106,000 126,000 139,000 164,000 169,000 164,000

13.9 13.5 12.8 12.0 11.2 10.3 9.9 10.0

69.6 64.2 62.1 61.4 61.3 61.3 60.0 56.8

16.5 22.3 25.1 26.6 27.5 28.4 30.1 33.2

うち65-74歳 10.5 13.1 14.2 13.6 13.1 11.1 11.7 14.6

うち75歳以上 6.0 9.2 10.9 13.0 14.4 17.3 18.4 18.6

15-64歳

65歳以上

15-64歳

65歳以上

 0- 14歳

（単位：人、％）計画期間

人
口

比
率

 0- 14歳

    ■本市の 65～74歳の高齢者及び 75歳以上の高齢者数の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［年齢３区分人口及び人口比率の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成１７年の年齢３区分人口の合計（919,550人）と総人口との差は、年齢不詳によるもの。 

 

 

 

  

96,891
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164,000
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250,000

300,000
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75歳以上

65-74歳

（人）

計画期間 
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  ■本市の男女別・年齢階層別人口の見通し（人口ピラミッド） 

  ・平成２４年 

   （計画初年次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・平成３３年 

    （目標年次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・平成４７年 
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（単位：人） 
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H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

373,766 410,000 423,000 432,000 439,000 446,000 448,000 446,000

82,627 95,000 101,000 106,000 110,000 115,000 119,000 123,000

72,547 75,000 76,000 76,000 77,000 77,000 78,000 77,000

62,863 69,000 72,000 72,000 73,000 74,000 74,000 74,000

57,621 60,000 60,000 61,000 61,000 60,000 59,000 57,000

39,132 46,000 48,000 49,000 50,000 51,000 51,000 51,000

58,976 65,000 66,000 68,000 68,000 69,000 67,000 64,000

2.47 2.35 2.29 2.24 2.19 2.13 2.05 1.98

2.23 2.15 2.09 2.05 2.01 1.95 1.89 1.82

2.50 2.37 2.32 2.29 2.23 2.17 2.08 2.01

2.38 2.28 2.21 2.18 2.14 2.07 2.00 1.93

2.60 2.48 2.42 2.33 2.28 2.23 2.15 2.07

2.88 2.70 2.65 2.57 2.50 2.43 2.37 2.27

2.47 2.34 2.30 2.24 2.21 2.12 2.04 1.98

世
帯
数

全 市

中 央 区

花見川区

稲 毛 区

若 葉 区

緑 区

（単位：世帯、人／世帯）計画期間

美 浜 区

平
均
世
帯
人
員

全 市

中 央 区

花見川区

稲 毛 区

若 葉 区

緑 区

美 浜 区

 （２）世帯数の見通し 

 

 

 

 

 

 

    ■本市の世帯数（区別）及び平均世帯人員（全市）の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［将来世帯数及び平均世帯人員の見通し］ 

  

計画期間 

 平均世帯人員が減少傾向にあることから、世帯数は、総人口が減少に転じる平

成２７年以降も、しばらくはゆるやかに増加する見通しです。 

H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

373,766 410,000 423,000 432,000 439,000 446,000 448,000 446,000

82,627 95,000 101,000 106,000 110,000 115,000 119,000 123,000

72,547 75,000 76,000 76,000 77,000 77,000 78,000 77,000

62,863 69,000 72,000 72,000 73,000 74,000 74,000 74,000

57,621 60,000 60,000 61,000 61,000 60,000 59,000 57,000

39,132 46,000 48,000 49,000 50,000 51,000 51,000 51,000

58,976 65,000 66,000 68,000 68,000 69,000 67,000 64,000

2.47 2.35 2.29 2.24 2.19 2.13 2.05 1.98

2.23 2.15 2.09 2.05 2.01 1.95 1.89 1.82

2.50 2.37 2.32 2.29 2.23 2.17 2.08 2.01

2.38 2.28 2.21 2.18 2.14 2.07 2.00 1.93

2.60 2.48 2.42 2.33 2.28 2.23 2.15 2.07

2.88 2.70 2.65 2.57 2.50 2.43 2.37 2.27

2.47 2.34 2.30 2.24 2.21 2.12 2.04 1.98

世
帯
数

全 市

中 央 区

花見川区

稲 毛 区

若 葉 区

緑 区

（単位：世帯、人／世帯）計画期間

美 浜 区

平
均
世
帯
人
員

全 市

中 央 区

花見川区

稲 毛 区

若 葉 区

緑 区

美 浜 区

H17 H24 H27 H30 H33 H37 H42 H47

373,766 410,000 423,000 432,000 439,000 446,000 448,000 446,000

82,627 95,000 101,000 106,000 110,000 115,000 119,000 123,000

72,547 75,000 76,000 76,000 77,000 77,000 78,000 77,000

62,863 69,000 72,000 72,000 73,000 74,000 74,000 74,000

57,621 60,000 60,000 61,000 61,000 60,000 59,000 57,000

39,132 46,000 48,000 49,000 50,000 51,000 51,000 51,000

58,976 65,000 66,000 68,000 68,000 69,000 67,000 64,000

2.47 2.35 2.29 2.24 2.19 2.13 2.05 1.98

2.23 2.15 2.09 2.05 2.01 1.95 1.89 1.82

2.50 2.37 2.32 2.29 2.23 2.17 2.08 2.01

2.38 2.28 2.21 2.18 2.14 2.07 2.00 1.93

2.60 2.48 2.42 2.33 2.28 2.23 2.15 2.07

2.88 2.70 2.65 2.57 2.50 2.43 2.37 2.27

2.47 2.34 2.30 2.24 2.21 2.12 2.04 1.98

世
帯
数

全 市

中 央 区

花見川区

稲 毛 区

若 葉 区

緑 区

（単位：世帯、人／世帯）計画期間

美 浜 区

平
均
世
帯
人
員

全 市
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第３章 まちづくりの基本方針 
 

 １ まちづくりの重要な課題 

（１）人口減少社会への対応 

［現況：マクロレベル］ 

・わが国の人口は、平成１６年をピークとして既に減尐に転じ、今後も減尐が続く見通し

であり、東京圏4においても、平成２７年をピークに減尐に転じる見通しです。 

［現況：千葉市レベル］ 

・本市においても、東京圏と同様、平成２７年に約９７万人に達した後、人口減尐に転じ

る見通しです。 

・本市では、戦後の高度経済成長や自動車交通の発達などを背景として、急速な人口増加

や産業基盤を支えるため、臨海部の埋立てによる市域拡大や海岸部・内陸部の住宅地開

発などを進めた結果、現在の都市構造は、拡散的な広がりを見せています。 

   ［課題］ 

    ・近い将来、総人口が減尐に転じるとともに、いまだかつて経験したことのない超高齢社

会を迎える中で、現在の拡散的な都市構造のままでは、将来、民間バス路線など地域の

公共交通の撤退、商業機能の弱体化、人口一人当たりの生活インフラの維持更新費用の

増大、地域の防犯力の低下など、都市の持続性を脅かす課題の出現が予想されます。 

・市民の快適な生活と効果的・効率的な都市経営との両立を図るためには、都市機能の集

約化によるまちづくりが必要となります。 

    ・また、将来的には首都圏全体の人口が減尐していくことが予想される中で活力を維持す

るためには、本市が住まう場として、働く場として、そして観光・レジャーの場として

選ばれるための魅力づくりとその発信が重要となります。 

      

  

                                                   
4 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県の一都三県の区域のこと。 

H27

970,000

H47

883,000
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（２）少子超高齢社会への対応 

［現況：マクロレベル］ 

・高齢化については、全国では、団塊世代が高齢期を迎えることもあって、高齢化率が平

成１７年の２０．２％から平成３２年には２９．２％に上昇する見通しです。東京圏に

おいても同様に、平成１７年の１７．５％から平成３２年の２６．８％に上昇する見通

しです。 

・一方、尐子化については、出産可能な年代の数が減尐することなどから出生数の減尐が

続き、全国では、１５歳未満の人口割合が平成１７年の１３．８％から平成３２年の１

０．８％まで減尐する見通しです。さらに東京圏では、平成１７年の１２．９％から平

成３２年の１０．１％へと、全国よりも深刻な状況が続くと見込まれています。 

［現況：千葉市レベル］ 

・本市においても、平成２７年には高齢化率が２５％を超える見通しであり、急速に本格

的な超高齢社会を迎えます。また、高齢化率の上昇とともに、高齢者の人口も大幅に増

加し、平成１７年には約１５万人であったものが、平成３２年には約２６万人と、約１．

５倍に増加する見通しです。 

・これに対し、年尐人口（１５歳未満）と生産年齢人口（１５～６４歳）は減尐を続けま

す。 

・このような流れの中で、本市ではこれまで、東京など市外で働く市民の割合が多いとい

う特徴がありましたが、今後は、高齢者とこどもを中心とした地域への密着度が高い市

民の割合が増えていくことになります。 

［課題］ 

・増加する高齢者への対応として、高齢者が元気に健康で暮らせる環境づくりを進めると

ともに、介護や介助が必要な高齢者に対しては、的確に福祉サービスを提供する必要が

あります。 

・また、尐子化対策として、千葉市に住んでこどもを産み育てたいと感じることができる

環境づくりが必要です。 

・一方、こどもが、地域への密着度が高いにもかかわらず、これまで公共活動や市政への

参画が尐なかったことから、これらの活動を積極的に支える必要があります。 

・さらに、増加する高齢者を中心とした主体的な公共活動を支え、市民の力をまちづくり

の力へとつなげていくことが重要となります。 
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（３）環境問題への対応 

    ［現況：マクロレベル］ 

・大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、環境に大きな負荷を与えていま

す。そのため、地球温暖化を初めとする地球環境問題が深刻化しています。 

・地球温暖化対策の具体化は国際社会における重要な課題になっており、わが国として

は、温室効果ガス排出量を２０２０年までに現状5対比２５％削減するという目標を掲

げています6。 

・また、地球温暖化対策と並び、生物多様性7の確保についても、「第三次生物多様性国

家戦略」を策定するなど、取組みを強化しています。 

・さらに、今後の成長が期待される環境産業を経済・社会の持続的発展の原動力とする

という視点から、適切かつ思いきった環境対策事業を進めることとしています8。 

［現況：千葉市レベル］ 

 ・本市は県内随一の人口規模と産業集積を有する大都市であり、また、県内の交通の要

衝でもあることから、環境負荷は大きくなっており、それぞれの主体が温室効果ガス

の削減や３Ｒ9の推進などに取り組んでいます。 

［課題］ 

 ・将来にわたる豊かな環境を実現するためには、低炭素社会、循環型社会及び自然共生

社会の三つの側面から、相互に連携しながら取組みを進めることが必要です。 

・低炭素社会と循環型社会の側面からは、産業・家庭・交通各部門において、温室効果

ガスの大幅な削減や３Ｒの推進などに着実に取り組む必要があります。 

                                                   
5 1990 年またはより最近の複数の年。 
6 第 15 回気候変動枞組条約締約国会議（ＣＯＰ１５）、2009 年 12 月。 
7 種のレベル、固体レベルおよび遺伝子のレベルで広がりのあるさまざまな生物が共存している状態のこと。 
8 「緑と経済の社会の変革」（平成２１年４月２０日 環境大臣 斉藤鉄夫）参照。 
9 環境と経済が両立した循環型社会を形成していくためのキーワードで、Reduce（リデュース：廃棄物の発

生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、 Recycle（リサイクル：再資源化）の頭文字をとったもの。 

13.5%

H24
64.2%

22.3%

10.0%

H47
56.8%

33.2%
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・自然共生社会の側面からは、生物多様性の確保のため、本市に残された豊かな自然環

境を保全し、将来に向けてはぐくむとともに、都市機能と自然の調和にも配慮するこ

とが必要です。 

・それぞれの取組みを進めるにあたっては、環境対策と経済成長の両立を図る観点も重

要となります。 

 

      ■日本の年平均気温平年差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （資料：気象庁）※赤実線は長期的な傾向。 

 

 

（４）グローバル社会への対応 

［現況：マクロレベル］ 

    ・人・モノが移動する自由度が増し、経済・文化をはじめとする多様な分野でグローバル

化10が進展しています。 

    ・また、ＩＣＴ11のめざましい発達により、インターネットを介した地球規模の情報発信・

交換が可能となっており、グローバル化を促進する要因となっているとともに、情報ネ

ットワーク社会が市民の日常生活においても実現されてきています。 

   ［現況：千葉市レベル］ 

    ・経済のグローバル化により、本市の企業も例外ではなく、国内競争のみならず、厳しい

国際競争にさらされています。 

    ・また、文化のグローバル化により、地域における文化の独自性が育ちにくい環境が生ま

れています。 

                                                   
10 活動や活動に伴う影響が、地域や国にとどまらず、世界的に広がること。 
11 情報通信技術のこと。Information and Communication Technology の略。IT（Information Technology）

に比べて、ネットワーク通信による情報や知識の共有を念頭に置いた表現である。 
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    ・ＩＣＴの活用については、その即時性・広域性・水平性といった特色を活かして、より

効果的・効率的に情報発信を行うことが可能である半面、高齢者を中心とするＩＣＴの

活用が難しい市民も存在することから、複合的な手段により情報発信・コミュニケーシ

ョンを行っています。 

    ［課題］ 

    ・グローバルな競争環境に対応しながら、本市の人的・物的資源がいかに充実し、力を発

揮できるかが課題となります。 

・あらゆる活動の基礎となる、グローバルな視野で活躍できる人材を育成することが必要

です。 

・また、企業がそれぞれの強みを発揮できる環境を整えることが重要です。 

    ・さらに、本市の人的・物的資源を積極的に発掘し、その魅力をグローバルに発信するこ

となどにより、新たな需要を喚起するとともに、諸外国を含む優秀な人材や企業との連

携を促進し、新たな価値の創造につなげていくことが必要です。 

・また、本市に訪れる外国人を温かくもてなし、千葉市のイメージを国際的に高めるとと

もに、本市に住まい、働く外国人の快適な生活を支えるなど、多文化共生社会を実現し

ていくことが必要です。 

    ・情報ネットワーク社会への対応としては、ＩＣＴの利便性が市民生活で実感できるよう

な行政サービスの提供が必要です。また、多様な主体の情報共有や情報発信、相互コミ

ュニケーションを促進することも必要です。 

 

 

     ■インターネット人口普及率（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （資料：総務省） 

 

 

（％） 
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（５）自立・分権型都市経営 

［現況：マクロレベル］ 

・わが国では、戦後の経済成長を牽引してきた中央集権型の社会構造が、社会経済状況の

変化や価値観の多様化に伴い、十分に機能しなくなってきていることから、平成１２年

の地方分権一括法施行を契機に、地方分権に関する取組みが継続的に進められています。 

・分権型社会においては、自己決定・自己責任の都市経営が地方自治体に対して求められ

ており、健全な財政運営のもとで、効果的・効率的な行政運営を行う必要があります。 

・一方、社会貢献活動に対する国民の関心が高まっており、ＮＰＯやボランティア活動団

体などによる公共活動が拡大しています。 

［現況：千葉市レベル］ 

・本市では、大都市としての都市基盤整備やバブル経済崩壊後の景気対策を積極的に行っ

てきた結果、市債や債務負担行為の残高の急増、基金の枯渇などにより、財政の硬直化

が進みました。また、過去に発行した市債の償還がピークを迎えることに加え、経済情

勢の悪化に伴う市税収入の大幅な減尐などの影響により、きわめて厳しい財政状況にあ

ります。そのため、平成２１年１０月に「脱・財政危機」宣言を発出するとともに、「中

期経営ビジョン」の策定などにより、財政健全化と効果的・効率的な行財政運営に向け

て取り組んでいます。 

・本市においても、自治会など従来の公共活動の担い手に加え、ＮＰＯやボランティアな

どの活動が活発化しており、本市との連携も徐々に強化されています。しかしながら、

急速な社会経済情勢の変化に伴う市民ニーズの多様化・複雑化を踏まえた、個々の公共

活動をつなぐ横断的連携については十分な体制が構築されていません。 

［課題］ 

・引き続き、財政健全化と効果的・効率的な行財政運営に取組むとともに、自立的な都市

経営を持続的に行う必要があります。 

・将来の人口減尐やこれに伴う集約型都市構造への転換を踏まえ、アセットマネジメント12

に基づく施設の長寿命化や民間施設の活用を含めた、既存ストックの活用がこれまで以

上に重要となります。機能の的確な維持・更新に加え、県・近隣自治体や企業などとの

連携も含めた、ハード・ソフト両面による効果的・効率的な活用を図ることが重要です。 

・多様な主体の自主的な公共活動を積極的に支え、それぞれの公共活動の活性化を図ると

ともに、各主体の横断的連携に向けたコーディネイト機能を本市が積極的に担うことに

より、より効果的・効率的な公共活動の強化を図る必要があります。 

・多様な主体による公共活動の活性化を支えるため、本市の市民参加・協働の取組みを拡

大するとともに、市民にとってより身近なサポート体制の構築などが必要です。 

 

                                                   
12 社会整備資本のライフサイクルコストを考慮した、更新時期の平準化、維持管理から更新までのトータル

コスト縮減を図るためのマネジメント手法のこと。 
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    ■社会貢献への考え方（全国） 

※「日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っているか、それとも、あま

りそのようなことは考えていないか」という質問に対する回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：内閣府「社会意識に関する調査」） 
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 ２ まちづくりの方向性 

本市基本構想では、「市民生活のゆとりと活力の向上や様々な地域資源を活かしたまちづく

りを進め、多彩な魅力が輝く都市の形成」をめざして、まちづくりの基本目標を「人とまち 

いきいきと幸せに輝く都市」と定めるとともに、市民の視点からみた６つの「望ましい都市

の姿」を定めています。 

市制施行１００周年の節目である平成３３年（２０２１年）を目標年次とする本計画では、

これらの実現に向けて、本格的な社会構造の転換期における市政運営の基本指針として、課

題への対応を的確に進めるとともに、市民が未来に明るい希望を持つことができる、若さと

活気が感じられるまちづくりに向けた取組みを行う必要があります。 

そこで、計画期間中における取組みの基本的な方向性として、５つの「まちづくりの方向

性」とそれぞれの方向性の推進を支える「まちづくりを支える力」を定めます。 
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方向性１ 

 豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ 

地球環境との共生を図り、環境負荷の低い都市を目指して、低炭素社会、循環型社会及び自

然共生社会の三つの社会像の実現に向けた総合的かつ計画的な取組みを進めます。 

また、市民がうるおいと安らぎを感じることができる都市を目指して、都市空間における自

然と都市機能の調和を図ります。 

 

方向性２ 

支えあいが安らぎを生む、あたたかなまちへ 

   尐子超高齢社会に対応するため、次代を担うこどもたちを安心して産み、育てられる環境づ

くりを行います。また、高齢者の健康で元気な活動を支えるとともに、保健医療の充実を図り

ます。 

また、人のあたたかさを感じられるまちを目指して、地域の多様な主体の連携による地域福

祉社会の充実を図るとともに、高齢者や障害者の地域生活を支えるサービスや相談支援体制の

充実を図ります。 

 

方向性３ 

ひと・モノ・情報がつながる、生活基盤の充実したまちへ 

グローバル社会における市民の活動を支えるため、総合交通ネットワークの充実やＩＣＴの

活用を進め、ひと・モノ・情報の移動・交流の一層の円滑化を図ります。 

また、市民生活の安全・安心を確保するとともに、快適な暮らしの基盤づくりを進めます。 

 

方向性４ 

  豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ 

市民の力がいかんなく発揮される創造力あふれる都市をめざして、未来を担う人材を育成

するとともに、生涯を通じた自発的な学習を支えます。 

また、本市の特徴ある文化をはぐくむため、伝統文化の継承を支えるとともに、新たな文

化の創造を図ります。 

さらに、国内外との交流・連携を通じて、本市の新たな価値の創造を図るとともに、市民

が主役のまちづくりに向け、多様な世代による市民参加・協働の取組みを進めます。 
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方向性５ 

ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ 

市民のみならず県内外・国内外から人々が集まる、産業活動が活発で賑わいに満ちた都市

をめざして、都市の魅力向上を図るとともに、厳しい国際競争を踏まえ、地域経済の活性化

を図ります。 

また、都市農林業を振興し、自然と共生する本市ならではの産業形態の維持・強化を図り

ます。 

 

 

  まちづくりを支える力 

多様な主体の連携が織りなす「まちづくりの底力」 

これまでのまちづくりは、国を頂点とした上意下達のシステムの中で市が取組みを進め、

その過程で市民に協力を求めるという側面がありました。 

しかし、これからは、住民自治の原点に立ち戻り、補完性の原理13に基づく、市民一人ひと

りから始まるまちづくりへの転換を進める必要があります。 

社会経済情勢などの流動性・不透明性が高まっている今日、多様化・複雑化する市民ニー

ズを的確にとらえながらまちづくりを着実に進めていくためには、まちづくりの主役である

市民、団体、企業などと行政が目的を共有し、それぞれの役割に応じてしなやかに連携・協

力しながら、ともに取り組んでいくことが必要です。 

このような多様な主体の連携・協力が、１＋１＝２以上の相乗効果を生み出す「まちづく

りの底力」として、市民が主役のまちづくりを強力に支えます。 

  

                                                   
13 課題の解決は、より小さな単位で行われるべきという考え方のこと。具体的には、個人単位の活動が基本

としてあり、個人ではできないことを地域コミュニティやＮＰＯなどの団体が補完し、それらでもできな

いことを市が補完する。そして市でもできないことを県が補完し、県でもできないことを最終的に国が補

完するというまちづくりのあり方。 
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３ 目指すべき都市の構造 

「目指すべき都市の構造」は、本市が首都圏における中枢的な都市としての役割を果たし

ながら、基本構想の「望ましい都市の姿」を実現するため、それにふさわしい都市構造の将

来像を表現するものです。 

（１）土地利用の方向 

ア 都市的土地利用 

本市の土地利用は、主に海岸線に沿って形成されてきましたが、臨海部への大規模工場の

立地や戦後の高度経済成長期における首都圏の外延的な拡大に伴い、郊外における大規模住

宅地の開発や臨海部の埋め立てなど、主に首都東京のベッドタウンとして住宅地が形成され

てきました。 

また、同時に行政機能や商業・業務機能の集積する千葉都心を核として、内陸部の農地や

山林からの土地利用の転換によって急速に市街地が拡大してきました。さらに、幕張メッセ

を中核施設とする幕張新都心は、国際的機能や研究開発機能を主体とする業務機能の集積が

図られてきています。 

現在、既成市街地では、郊外型店舗の進出による商業圏の多核化、市街地のスプロール化

などによる中心市街地の活力の低下や、市街地に立地した工場の市外への転出などによる遊

休地の発生も見られるほか、高度経済成長期に整備された大規模な住宅団地などは、建て替

えの時期を迎えつつあります。 

このため、人口減尐社会、尐子超高齢社会や環境配慮社会への対応として必要となる都市

機能の集約による「安全･安心で快適なまち」を実現するため、集約型都市構造への転換を基

本に適正な土地利用の誘導、土地利用の高度化などによる機能更新や再編を進め、都市機能

の維持・更新・向上を図るとともに、環境負荷の低減につながり、都市にうるおいとやすら

ぎをもたらす緑と水辺の保全・創出やオープンスペースの確保など、良好な都市景観を有す

る安全で魅力ある都市空間を形成します。 

ただし、集約型都市構造への転換は、市民生活への影響が大きいことから、市民のコンセ

ンサスづくりが重要であるとともに、具体方策の検討などが必要となることから長期的展望

に基づき、その実現に向けた取組みを進めます。 

 

イ 自然的土地利用 

市域面積に占める市街化調整区域の割合が 53％と高いことは、本市の特徴であり、貴重な

財産の一つです。この地域を中心に存在する山林・農地や河川などからなる生態系は、生活

にうるおいとやすらぎをもたらす緑豊かな景観の形成、生物多様性や低炭素社会等に資する

環境の保全、保水や治水等の公益的機能として重要な意義をもっています。 

市内の農地は、露地野菜を中心とした農業が営まれており、都市部に隣接する地理的利点

を活かした農産物直売など地産地消の取組みが行われていますが、経営者の高齢化や後継者

不足などによって耕作放棄地も増加する傾向にあります。 
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一方、都市住民においては温暖化対策への関心の高まりなどから自然環境との共生に対す

る意識が深まり、自然志向も一層高まってきています。 

このため、農地を活用した都市農業の進行を図り、優良農地の積極的な確保と活用に努め

るとともに、自然とのふれあいや体験農業を通した農業・農村文化の理解など、都市住民と

の幅広い交流の場を創出し、豊かな農村環境の維持・保全に努めます。 

また、市街地とその周辺に位置する公園緑地や斜面林等の良好な自然緑地は、魅力ある都

市景観の形成や都市環境の向上にとって極めて重要であることから、公園緑地の創出や緑地

の維持・保全に努めます。 

 

(２) 機能ゾーン 

本市の都市機能を構造的に明らかにするため、都市空間の形成の経緯を踏まえ、市域を都市

機能集積ゾーン、生活･環境調和ゾーン、自然共生ゾーンの３つに大別し、それぞれのゾーンの

基本的な方向性を示します。 

 

ア 都市機能集積ゾーン 

都市機能集積ゾーンは、臨海部を中心に内陸部に広がり、商業・業務、国際・物流、中枢

管理、学術研究機能など高次な都市の諸機能を有する臨海部及び京葉道路以西の中高層の集

合住宅地などから構成されます。 

国際性豊かな首都圏における中枢的な都市を形成するため、高次都市機能の集積や都市機

能の複合化、コンバージョン14や更新などを基本として、良好な都市環境を創造する空間とし

ます。 

 

イ 生活･環境調和ゾーン 

生活･環境調和ゾーンは、市の中央部に広がるゾーンで、農地や自然緑地が多く残されると

ともに、工業団地をはじめとする都市的な機能が集積されています。一方、住宅地としての

利用も多く、大規模な住宅団地は良好な生活環境が形成されています。 

生活環境と自然環境の調和を基調とした健全な市街地が形成されるよう、既存の都市機能

の維持・更新を図るとともに、残すべき自然環境の良好な保全、緑や水辺空間の創出などに

より都市の快適性を高める空間とします。 

 

ウ 自然共生ゾーン 

自然共生ゾーンは、市の東部の内陸部に位置するゾーンで、東千葉近郊緑地保全区域を有

するとともに、鹿島川流域を中心とした優良な農地や山林など、豊かな自然環境に恵まれて

います。 

                                                   
14 既存のビルや商業施設、倉庫などの建物をスクラップ＆ビルドではなく、用途転換することにより、既存

ストックの有効活用を図る手法のこと。 
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本市の特徴である自然環境を保全し、この貴重な資産を次代に引き継ぐため、緑の保全を

基調としながら、優良農地の確保・活用に努めるとともに、地域住民の生活利便性の維持や

都市住民の農業、自然とのふれあい・交流を促進し、貴重な自然環境の量と質を確保する空

間とします。 

 

(３) 拠点の形成 

国際性豊かな首都圏における中枢的な都市として、また、県都として広域的なネットワーク

の拠点の形成や政令指定都市にふさわしいバランスのとれた多心型の都市構造を構築するた

め、都心の強化や拠点の育成及び交通体系の充実等に努めます。 

このため、高次機能の高度な複合と集積によって広域的な拠点となる都心の整備を進めます。 

また、市民生活の核となる鉄軌道駅等のうち、主要な駅周辺を生活機能拠点とし、生活に必

要なサービスの向上を図ります。 

 

ア 都心 

本市は首都圏における中枢的な都市として、また、県都としての行政、産業・経済、文化

などにおける中核的な役割が期待されており、引き続き都心の機能強化を図ります。 

 （ア）千葉都心 

千葉都心は、千葉自立都市圏の中核として、土地利用の高度化や既存ストックの有効活

用などにより都市機能の更新を進めながら、業務機能のほか、商業、文化などの諸機能を

集積するとともに新たな観光資源等による賑わいの創出を図り、中枢的業務機能と高次の

生活サービス機能の複合した拠点として整備を進めます。 

（イ）幕張新都心 

幕張新都心は、国際的交流機能、先端産業の中枢管理機能のほか、商業・業務、研究開

発、教育学術、スポーツ・レクリエーション機能の集積や諸機能の機能更新を図るととも

に、居住機能の整備を促進します。 

 （ウ）蘇我副都心 

蘇我副都心は、鉄道の結節点である JR 蘇我駅周辺部と臨海部を一体として、商業、   

スポーツ・レクリエーションや防災の機能を主体とした整備を進めます。 

 

イ 生活機能拠点 

市民生活における移動や買物など、生活の核となる鉄軌道駅周辺のうち、駅乗降客数の多

さなどから、生活機能が集積しており、今後も機能の充実を図る必要性が高い主要な駅周辺

を生活機能拠点とし、その特性に応じて、バス等との交通結節性の向上や商業機能の集積な

どを図るとともに、既存機能を活かし、生活に必要なサービスの向上を図ります。 

生活機能拠点を JR 幕張本郷駅、JR 幕張駅、JR 新検見川駅、JR 稲毛駅、JR 西千葉駅、

JR 検見川浜駅、JR 稲毛海岸駅、JR 都賀駅、JR 鎌取駅、JR 誉田駅、JR 土気駅、JR 浜野

駅及び千葉都市モノレール千城台駅周辺に設定します。 



 

29 
 

 

(４)ネットワーク形成 

本市が首都圏における中枢的な都市として広域的役割を果たすとともに快適な市民生活を

実現するため、特に重要な役割・機能を持つ公共交通及び道路について、それぞれの基幹的

ネットワークを構築・強化します。 

 

ア 公共交通ネットワーク 

公共交通は、通勤・通学をはじめ様々な目的で利用されており、重要な役割を果たして

います。鉄道・モノレール・バスのネットワークは比較的充実していますが、尐子超高齢

化への対応や低炭素社会の実現に向けた過度に自動車に頼らない生活への転換により、今

後も利用者の増加が期待されることから、利用状況を踏まえ、必要に応じ、結節性の向上、

輸送力の増強など利便性の向上を促進します。 

イ 道路ネットワーク 

道路は、ひと・モノ・情報の交流・連携において重要な役割を果たしています。県

内外を連絡する自動車専用道路や一般国道と、市内の放射・環状道路によるネットワ

ーク化を更に進め、都心部等に流入する交通を適切に分散誘導するなど、交通の整流

性を高めることにより、市民生活の利便性向上や都市活動の円滑化等を図ります。 
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※
概

ね
の

エ
リ

ア
を

円
ま

た
は

楕
円

で
示

し
て

い
ま

す
。

 

※
円

の
大

き
さ

は
、

駅
の

乗
降

客
数

に
よ

り
、

３
段

階
で

表
示

し
て

い
ま

す
。

 

※概ねのエリアを
円または楕円で
示しています。 

幕
張
新
都
心 

千
葉
都
心 

蘇
我
副
都
心 

都市構造（機能ゾーン・拠点の形成） 

8 

1 JR 幕張本郷駅周辺 2 JR 幕張駅周辺 
3 JR 新検見川駅周辺 4 JR 稲毛駅周辺 
5 JR 西千葉駅周辺  6 JR 検見川浜駅周辺 
7 JR 稲毛海岸駅周辺 8 JR 都賀駅周辺 
9 JR 鎌取駅周辺   10 JR 誉田駅周辺 

  11 JR 土気駅周辺  12 JR 浜野駅周辺 
  13 千葉都市モノレール千城台駅周辺 

生活機能拠点 

都心・副都心 

自然共生ゾーン 

生活･環境調和ゾーン 

都市機能集積ゾーン 

凡  例 

都市機能集積ゾーン 

生活･環境調和ゾーン 

自然共生ゾーン 
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第４章 施策展開 
 

１ 実現すべきまちの個性 

人口減尐社会、尐子超高齢社会においても、市民が未来に明るい希望を持つことができる、

若さと活気が感じられるまちであるためには、本市の個性を際立たせ、魅力を高めていく必

要があります。 

そのため、本計画において、重点的に実現すべきまちの個性を示します。 

 

▶▶ 未来をつくる人材が育つまち 
 

未来を担う人材が順調に育ち、まちの活力の維持・向上が図られています。 

多様なニーズに対応した行政の取組みのほか、家庭や地域など、まちぐるみでこ

どもたちをはぐくみ、その自立と成長を支えています。 

 

    ・多様な保育サービスの提供などを通じて、子育てしやすい環境が整っています。 

    ・元気な高齢者など、地域住民とこどもの交流が図られ、また、地域におけるこどもの居

場所が確保されるなど、こどもが健やかに育つ環境が整っています。 

・こどもの参画などを通じて、自らまちづくりについて考え、行動するこどもが育ってい

ます。 

・学校教育の充実により、自ら考え、行動し、社会性を備えた豊かな心を持つこどもが育

っています。 

    ・住環境の充実を通じて、若い世代が安心してこどもを産み、育てやすいと感じられる環

境が整っています。 

    ・起業家精神の育成などにより、未来の地域経済を担う人材が育っています。 

 

 

 

▶▶ みんなが協働し、支えあうまち 
    

 市民一人ひとりをはじめとして、自治会・ＮＰＯなどの団体、地域コミュニティ、

企業、行政などが、まちづくりの目的を共有し、たがいに補完しあいながら、積極

的に、よりよいまちづくりのための活動を進めています。 
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   ・元気な高齢者など、市民の公共活動に対する関心が高まり、積極的な活動が展開されてい

ます。また、それぞれの連携が強化されています。 

・ボランティア活動のマッチングなど、公共活動をコーディネイトする機能が充実していま

す。 

   ・自治会活動や地域福祉活動など、地域コミュニティの活動が活発に行われています。 

   ・学校施設など、地域活動の核となる場所を中心に、地域交流が活発に行われています。 

   ・こどもと高齢者など、多世代の交流が進み、相互理解が深まっています。 

   ・市民の知識や経験が地域社会に還元され、地域の知的資源の継承が図られています。 

 

 

 

 

▶▶ 訪れてみたい・住んでみたいまち 
 

豊かな自然環境や新たな産業など、本市の地域資源が最大限に活用され、若い世

代をはじめとする多くの人が本市を「訪れてみたい」「住んでみたい」まちと感じ、

観光・レジャーの場として、また住まう場・働く場として選ばれています。 

また、本市に住んでいる人は、今後も本市に住み続けたいと感じており15、本市の

活力が維持されています。 

 

・いなげの浜などの人工海浜や、中央港地区などで、海を活かしたにぎわいが形成されて

います。 

・豊かな自然環境の保全や、都市・農村交流の促進、公園緑地の充実などにより、市民が

緑と水辺に触れ合い、親しんでいます。 

・国際経済交流や科学都市戦略の推進などにより、産学官連携による新産業の創出や雇用

の場の確保、人材の育成などが図られています。 

・千葉ロッテマリーンズとＪＥＦユナイテッド市原・千葉という二つのプロスポーツチー

ムの本拠地として、スポーツを核とした活発な交流が広がっています。 

・国籍や文化にかかわらずともに暮らしやすい、多文化共生社会が実現しています。 

・文化芸術活動の振興や文化的財産の保全・活用などにより、本市の歴史・文化について

の理解が深まっています。 

・これらの地域資源が持つ魅力が効果的に発信され、本市の都市イメージが向上していま

す。 

 

                                                   
15 「市内に住み続けたいと思う市民の割合」70.7％（平成２１年度、市民１万人アンケート結果） 
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２ 分野別計画 

    政策分野別に、現状と課題及び今後の施策展開の方向性を示します。 

     ※１ 「現状と課題」については、今後、図表等を追加する予定です。 

     ※２ 成果指標については、政策評価のあり方や実施計画の成果指標と併せて、別途 

検討を行います。 

  ［施策体系］ 
 

  
1

1-1 環境問題への対応を総合的に進める

1-2 環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る

1-3 豊かな自然を守り、はぐくむ

1-4 自然と調和した都市空間を創る

2

2-1 健康で活力に満ちた社会を創る

2-2 こどもを産み、育てやすい環境を創る

2-3 ともに支えあう地域福祉社会を創る

2-4 高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る

2-5 障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る

3

3-1 市民の安全・安心を守る

3-2 快適な暮らしの基盤をつくる

3-3 ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる

4

4-1 未来を担う人材を育成する

4-2 生涯を通じた学びを支える

4-3 文化を守り、はぐくむ

4-4 多様な交流・連携により新たな価値を創る

4-5 市民の力をまちづくりの力へ

5

5-1 都市の魅力を高める

5-2 地域経済を活性化する

5-3 都市農林業を振興する

豊かな緑と水辺を活かした、自然とともに生きるまちへ

支えあいが安らぎを生む、あたたかなまちへ

ひと・モノ・情報がつながる、生活基盤の充実したまちへ

豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまちへ

ひとが集い働く、魅力と活力にあふれるまちへ
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方向性１ 

豊かな緑と水辺を活かした、 

自然とともに生きるまちへ 
 

 

■基本方針 

１ 低炭素社会、循環型社会及び自然共生社会の三つの社会像を踏まえた総合的かつ計

画的な取組みを推進します。 

 

 ２ 低炭素社会と循環型社会の実現に向けて、地球温暖化対策や３Ｒの推進、良好な生

活環境の確保などに取り組みます。 

  

３ 自然共生社会の実現に向けて、生物多様性に配慮しながら、自然環境の保全・活用

を推進するとともに、うるおいと安らぎのある水辺環境の創出を図ります。 

  

４ 緑と花のあふれる魅力的な都市空間を創出するため、公園緑地の充実や都市緑化、

花のあふれるまちづくりを進めます。 
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［施策体系］ 

 

  

1

1-1 環境問題への対応を総合的に進める

1-1-1　環境の保全・創造に向けた総合的取組みの推進

1-1-2　環境保全・創造活動の促進

1-2 環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る

1-2-1　低炭素社会の実現に向けた取組みの推進

1-2-2　循環型社会の実現に向けた取組みの推進

1-2-3　良好な生活環境の確保

1-3 豊かな自然を守り、はぐくむ

1-3-1　自然環境の保全・活用

1-3-2　親しみのある水辺環境の創出

1-4 自然と調和した都市空間を創る

1-4-1　公園緑地の充実

1-4-2　都市緑化の推進

1-4-3　花のあふれるまちづくりの推進

豊かな緑と水辺を活かした、
自然とともに生きるまちへ
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１－１ 環境問題への対応を総合的に進める 

 

■現状と課題 

 ・多様化・複雑化する環境問題に的確に対応し、豊かな環境を実現するためには、低炭素社会、

循環型社会及び自然共生社会という三つの社会像の実現に向けた個々の取組みを進めること

はもちろん、三つの社会像が相互に影響しあうことを踏まえ、総合的かつ計画的な取組みを推

進することが必要です。 

 ・環境問題は、市民をはじめとするすべての主体の日常生活や事業活動が主な発生原因となって

います。そのため、問題の解決のためには、それぞれが環境問題の当事者としての自覚を持ち、

役割を認識し、一体となって取り組んでいくことが必要です。 

・市民の環境問題に対する関心・理解は高まってきていますが、市民の高い関心が実際の活動に

つながるよう、また、若い世代の意識がより高まるよう、普及啓発や環境教育を推進すること

が求められています。 
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■施策の展開 

１－１－１ 環境の保全・創造に向けた総合的取組みの推進 

・環境基本計画に基づき、総合的かつ計画的な取組みを推進し、将来にわたる豊かな環

境の実現を図ります。 

・戦略的環境影響評価16の導入により、大規模開発などに伴う環境負荷の低減を強化しま

す。 

 

 

１－１－２ 環境保全・創造活動の促進 

・市民の高い関心を実際の活動につなげるため、普及啓発活動を推進します。 

・環境問題に対する理解を深め、環境保全・創造活動への参画を促すため、環境学習・

環境教育の推進を図ります。 

  

                                                   
16 事業計画が固まった段階で行う現行の環境影響評価より早期の、事業実施段階に至るまでの行政意思形成

過程（戦略的な段階）の段階で行う環境影響評価のこと。 
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１－２ 環境に配慮した低炭素・循環型社会を創る 

 

■現状と課題 

・地球温暖化をはじめとする地球環境問題の深刻化や、化石燃料などの天然資源の枯渇の懸念な

どから、環境に対する関心・理解が高まっており、温室効果ガスの大幅な削減による低炭素社

会や、３Ｒの推進などによる循環型社会の実現が求められています。 

・地球温暖化は、人類の生存基盤にかかわる最も重要な環境問題の一つであり、温室効果ガスの

削減に着実に取り組むことが急務となっています。 

・本市では、普及啓発やパートナーシップの構築など、市民・事業者などの取組みのサポートを

中心に取組みを進めていますが、各主体の努力にもかかわらず、温室効果ガスの排出量を削減

するには至っていません。 

・このため、省エネルギーの推進、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換及び３Ｒに基づく

ライフスタイルへの転換など、低炭素社会の実現に向けて、より一層積極的に取り組むことが

必要です。 

・本市では、ごみ焼却施設の老朽化や最終処分場の制約などの課題を踏まえ、現在、「挑戦！焼

却ごみ１／３削減」として、ごみの削減・再資源化の取組みを積極的に進めています。 

・その結果、現在、ごみのリサイクル率は、政令指定都市の中でも高い水準にあります。一方、

排出量については、削減傾向にはあるものの、目標の達成には努力が必要です。 

・今後とも、市民をはじめとするすべての主体が、循環型社会の実現に向けた取組みをより一層

強化することが必要です。 

・また、低炭素・循環型社会・自然共生社会の実現を統合的に進める観点から、身近な生活環境

を良好に保つことにより、環境負荷の低減を図ることが必要です。 
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■施策の展開 

１－２－１ 低炭素社会の実現に向けた取組みの推進 

・地球温暖化対策実施計画に基づき、温室効果ガスの削減に向けた取組みを総合的・計

画的に推進します。 

・自動車公害防止計画に基づき、自動車交通に起因する温室効果ガスの削減を図ります。 

・情報発信や普及啓発などにより、市民や事業者などの主体的な取組みを促進します。 

・太陽光など、再生可能エネルギーの導入を促進します。 

 

 

１－２－２ 循環型社会の実現に向けた取組みの推進 

・分別・排出ルールの徹底化や、家庭ごみの有料化の検討などにより、家庭ごみの減量

を進めます。 

・生ごみ、剪定枝、古紙・布類、プラスチック製容器包装などのごみの再資源化の推進

などにより、３Ｒへの取組みを強化します。 

・蘇我エコロジーパーク17の整備を促進し、３Ｒ推進のための新たな拠点づくりを進めま

す。 

・普及啓発や不適正処理の防止対策により、産業廃棄物の適正処理を促進します。 

 ・焼却ごみ１０万トン削減を達成し、２清掃工場体制への移行を図ります。 

 

 

１－２－３ 良好な生活環境の確保 

 ・調査による実態の把握と効果的な規制・指導などにより、ダイオキシン、化学物質を

含む大気環境、水環境及び地質環境の改善を図ります。 

・騒音・振動対策や悪臭対策などにより、身近な生活環境の改善を図ります。 

 

 

  

                                                   
17 新たな都市型環境拠点として、蘇我特定地区において、民間主導による環境関連産業の整備・集積を図る

とともに、リサイクル技術の研究開発機能や環境学習機能などの諸機能の導入を図るもの。 
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１－３ 豊かな自然を守り、はぐくむ 

 

■現状と課題 

・豊かな緑と水辺に象徴される自然環境は、市民生活にうるおいと安らぎを与える観点からその

保全と活用が求められてきましたが、近年は、絶滅のおそれのある野生動植物の増加など、生

態系への影響が顕在化してきていることから、生物多様性の確保を図る観点からも、重要性が

増してきています。 

・本市の自然環境は、市域の約半分を占める市街化調整区域を中心とした豊かな緑と、延長４２

ｋｍに及ぶ海岸線や川幅の狭い河川による水辺を中心に構成されています。 

・緑については、首都圏の大都市としては比較的豊かな水準にあり、谷津田や畑地、里山といっ

た田園風景が特徴です。 

・海については、昭和３０年以降の公有水面埋立により遠浅の海は消失しましたが、いなげの浜

などの人工海浜やヨットハーバーの整備により、市民の憩いやレクリエーションの場として賑

わっています。今後も、本市の大きな特長としての海を活かし、にぎわいのあるまちづくりを

進めることが重要です。 

 ・河川については、湧水と生活排水を水源として、低地を流れ、川幅が狭いことが特徴です。急

激な市街化に伴い水質が悪化しましたが、下水道の整備などにより、近年は水質が改善してい

ます。そのため、今後は、市民がより身近に感じられる水辺環境を創出することが重要です。 

・緑と水辺の保全・活用に向けた本市の継続的な取組みや、市民による主体的な活動の広がりに

より、本市の自然を豊かで親しみやすいと感じる市民は増えてきていますが、今後とも、多様

な主体の連携により自然環境の積極的な保全・活用を図るとともに、将来に向けてはぐくむこ

とが求められています。 
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■施策の展開 

１－３－１ 自然環境の保全・活用 

・特別緑地保全地区18の指定、谷津田や里山の保全、トラスト制度19の導入検討などによ

り、自然環境を保全するとともに、コアジサシなどの希尐動植物の保護など、生物多

様性の確保を図ります。 

 ・生物多様性の確保に配慮しながら、市民が身近に親しめる緑と水辺のネットワーク化

を推進します。 

 

１－３－２ 親しみのある水辺環境の創出 

・現在の自然環境などを活用した親水性の向上により、水辺やせせらぎの保全・復活に

市民とともに取り組みます。 

・いなげの浜などの人工海浜の充実や、中央港地区のまちづくりなどにより、海を活か

したにぎわいづくりを進めます。 

 

 

  

                                                   
18 都市計画法および関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画区域」内で良好な自然環

境を形成している緑地のうち、市町村が都市計画に「地域地区」のひとつとしてその区域を定めた緑地。

神社、寺院等と一体となって文化的意義を有するもの、風致・景観が優れ、地域住民の生活環境として必

要なもの、動植物の生息地または生育地で保全する必要があるものなどが設定される。 
19 ここでは、樹林地などの買収にあたり、市民などがお金を出し合って共同購入を行うとともに、協働によ

る管理運営を行う形態を指す。トラストは、信託の意。 
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１－４ 自然と調和した都市空間を創る 

 

■現状と課題 

 ・急激な都市化に伴う自然の減尐により、無機質な都市空間の拡大が進んでいることから、緑化

の推進など、都市空間における自然を保全・創造することにより、市民生活にうるおいと安ら

ぎを与えるとともに、都市の魅力を高めていくことが必要です。 

 ・本市の公園は、都市基幹公園（総合・運動公園）、住区基幹公園（街区・近隣・地区公園）の

整備を推進した結果、都市公園の市民一人当たりの面積は、政令指定都市の中でも高い水準に

あります。今後は、これまで整備してきた公園のリニューアルが順次必要となることから、計

画的な機能更新を進めるとともに、市民がより親しみを感じることのできる利用のあり方や、

市民との協働による維持管理の仕組みづくりなどが課題となっています。 

 ・市民・企業などとの協働による緑化活動や花のあふれるまちづくりが定着してきており、今後

とも、多様な主体との連携を強化していくことが重要です。 
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■施策の展開 

１－４－１ 公園緑地の充実 

 ・現在進めている大規模な公園（都川水の里公園、花島公園、蘇我スポーツ公園）など

の整備を推進し、緑と水辺の保全、多様なレクリエーション活動への対応、災害時の

防災機能などの向上を図ります。 

・リニューアルが必要な公園遊具の修繕やバリアフリー化など、計画的な機能更新を進

めます。 

 ・新たな公園管理手法として、市民との協働によるパークマネジメントを推進します。 

 

 

１－４－２ 都市緑化の推進 

 ・中心市街地など都心において、壁面、屋上やオープンスペースなどの緑化を推進しま

す。 

 ・市民との協働により、住宅地における緑化を推進します。 

 ・地域ＳＮＳ20を活用し、市民が緑と花に関する情報を共有できる環境づくりを推進しま

す。 

 

 

１－４－３ 花のあふれるまちづくりの推進 

 ・花いっぱい市民活動や手づくりトピアリーなど、市民の主体的な活動を支援します。 

 ・公共施設のオープンスペースなどを活用し、花のあふれる空間づくりを推進します。 

  

                                                   
20 パソコンや携帯電話を利用して、日常的にサイト内の日記や電子掲示板を利用したり、行政情報、地域情

報などを入手したりすることができる地域向けの交流・情報提供サービスのこと。ＳＮＳは、Social 

Network Service の略。 
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方向性２ 

 支えあいが安らぎを生む、 

あたたかなまちへ 
 

 

■基本方針 

１ 市民が健康でいきいきと暮らせるよう、ライフステージに応じた健康づくりを支え

るとともに、保健・医療の充実と食の安全・環境衛生の確保を図ります。 

 

 ２ 安心してこどもを産み、育てられる環境づくりを行うため、子育て支援の充実とこ

どもの健全育成を進めるとともに、こどもの参画を推進します。 

  

３ ともに支えあうあたたかな社会を築くため、地域福祉活動の充実を図ります。 

  

４ 高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を築くため、介護予防・生きがいづくりを促進

するとともに、介護・支援が必要になった高齢者に対する地域生活支援や介護保険

サービスの充実を図ります。 

 

５ 障害のある人もない人も自立して暮らせる共生社会を築くため、療育体制・相談支

援の充実を図るとともに、地域生活支援の充実や勤労支援・社会参加の促進を図り

ます。 
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［施策体系］ 

 

  
2

2-1 健康で活力に満ちた社会を創る

2-1-1　健康づくりの推進

2-1-2　医療体制の充実

2-1-3　食の安全と環境衛生の推進

2-2 こどもを産み、育てやすい環境を創る

2-2-1　子育て支援の充実

2-2-2　こどもの健全育成の推進

2-2-3　こどもの参画の推進

2-3 ともに支えあう地域福祉社会を創る

2-3-1　地域福祉の充実

2-4 高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る

2-4-1　介護予防と生きがいづくりの促進

2-4-2　地域生活支援の充実

2-4-3　介護保険サービスの充実

2-5 障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る

2-5-1　療育体制と相談支援の充実

2-5-2　地域生活支援の充実

2-5-3　就労支援と社会参加の促進

支えあいが安らぎを生む、
あたたかなまちへ
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２－１ 健康で活力に満ちた社会を創る 

 

■現状と課題 

 ・近年、高齢化の進展やライフスタイルの変化に伴い、がん・心臓病・脳卒中・糖尿病等の生活

習慣病になる人が増加しており、介護が必要となる人も増加しています。 

・今後も超高齢化が進む中、一人でも多くの市民が健康でいきいきと暮らせることは、地域社会

の活力の維持にとって非常に重要になります。 

・そのため、各種の検診を通じた疾病の早期発見・早期治療を図るとともに、市民一人ひとりの

主体的な健康づくりの取組みを支えることが必要です。 

・また、ライフステージに応じた保健医療サービスの提供や、救急医療体制の充実など、多様化・

高度化する保健医療ニーズへの的確な対応が求められています。 

 ・新型インフルエンザを含む感染症・食中毒への対策や、食の安全の確保など、危機管理体制を

強化し、市民の健康を守ることが重要です。 
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■施策の展開 

２－１－１ 健康づくりの推進 

・特定健康診査に基づく指導や、各種検診の実施などにより、市民の健康の保持・増進

や疾病の早期発見・早期治療の支援体制の充実を図ります。 

・不妊治療や小児慢性疾患治療の支援などにより、子どもと親の健康づくりを支えます。 

・普及啓発や食生活の改善指導などにより市民の主体的な健康づくりを支えるとともに、

市民・関係機関等のネットワークづくりを推進します。 

 

 

２－１－２ 医療体制の充実 

・休日・夜間の急病患者に対する救急医療体制の整備や、海浜病院の機能強化、日常生

活における身近で適切な医療を受けられる「かかりつけ医」の推進、的確な情報提供

などにより、必要な医療を真に必要な人が受けられる医療体制づくりを進めます。 

・新型インフルエンザを含む感染症や食中毒などについて、発生予防と発生時の拡大防

止に向けた対策を推進します。 

 

 

２－１－３ 食の安全と環境衛生の推進 

 ・食品製造施設等の監視指導や、事業者による自主管理体制の構築など、食の安全を確

保するための取組みを推進します。 

・住居衛生相談などにより、環境衛生向上のための取組みを推進します。 
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２－２ こどもを産み、育てやすい環境を創る 

 

■現状と課題 

・尐子化が今後も見込まれる中で、地域社会の活力の低下や、将来の地域経済の担い手の不足、

社会保障費の負担の増大など、深刻な影響が懸念されます。 

・尐子化の要因として、晩婚化・非婚化などが挙げられていますが、その背景には、結婚や出産・

子育てに対する経済的・心理的負担があるものと考えられます。また、共働き家庭のみならず、

専業主婦などの家庭も含め、子育てに対する不安感・負担感が増大しています。さらには児童

虐待の問題も顕在化しており、子育てをめぐる問題は複雑化・深刻化しています。 

・子育てと家庭の両立支援として、本市では、保育所（園）や子どもルームの充実を積極的に図

ってきました。しかしながら、利用希望者はそれを上回る勢いで増加しており、待機児童の解

消には至っていません。保護者の就労形態などの多様化に伴う子育て支援に対するニーズの多

様化も相まって、現在の子育て支援サービスが充実していると感じる市民の割合は尐ない状況

です。 

・こどもの健やかな成長のためには、家庭や地域社会の環境が非常に重要です。家庭の教育力の

低下が指摘されていることから、家庭の役割を再認識し、状況の改善を図るとともに、地域社

会におけるこどもの居場所を確保することが重要です。 

・また、こどもたちが積極的に意見を述べることは、こどもたちの自立を促す観点や、将来のま

ちづくりを考える観点から重要であり、こどもたちのまちづくりへの参画を促すとともに、そ

の意見をまちづくりに活かしていくことが必要です。 

・このことから、結婚・出産・子育てといったライフステージに応じて、多様な子育てニーズに

対応した仕事と家庭生活の両立支援とともに、地域社会と連携したこどもの健やかな成長と自

立の支援に、より積極的に取り組むことが必要です。出産・子育てを社会全体で支えることに

より、こどもを安心して産み・育てやすいと感じられる環境づくりを進めることが求められて

います。 
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■施策の展開 

２－２－１ 子育て支援の充実 

 ・保育所の整備や子どもルームの拡充をはじめとする様々なサービスの提供により、多

様なニーズに対応した、子育てと家庭の両立支援の充実を図ります。 

 ・子育て支援センター、子育てリラックス館の充実などにより、子育て不安の軽減・解

消を図ります。 

 ・新婚・子育て世代向けの居住支援などにより、子育てしやすい住環境の創出を図りま

す。 

 

 

２－２－２ こどもの健全育成の推進 

 ・支援が必要な子どもや若者、家庭に対し、相談体制の整備をはじめとするきめ細かな

支援を行います。 

・地域におけるこどもの居場所の確保など、こどもが健やかにはぐくまれる場づくりを

進めます。 

 

 

２－２－３ こどもの参画の推進 

・こどもの自立を促進するとともに、こどもが主役のまちづくりをめざして、こども参

画条例の制定やこどもの力（ちから）フォーラムの充実などにより、こどもの参画を

推進します。 
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２－３ ともに支えあう地域福祉社会を創る 

 

■現状と課題 

・尐子超高齢化・核家族化の進行や、ライフスタイル・価値観の多様化などに伴い、家族や身近な地域

における交流や、支えあいの機能が弱くなっています。 

・一方、市民の保健福祉に対するニーズは多様化・複雑化しており、行政によるサービス提供だけでは

十分に対応することが難しい状況になっています。 

・また、社会経済状況が激しく変化する中で、生活困窮者や自殺者が増加しており、深刻な問題となっ

ています。 

・年齢や障害の有無を問わず、誰もが安心して充実した生活を送るためには、市民が身近な地域におけ

る結びつきを深めるとともに、多様な主体が連携を強化することにより、地域で支えあう力を高める

ことが必要です。そのためには、連携を促進するコーディネイト機能の強化が求められています。 
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■施策の展開 

２－３－１ 地域福祉の充実 

 ・既存スペースを活用した活動拠点の整備などにより、多様な主体の連携による地域福

祉活動を促進するとともに、コーディネイト機能の強化を図ります。 

 ・生活困窮者に対する相談体制の充実や居住支援などにより、市民の生活の安定と自立

に向けた支援を行います。 

 

  



 

53 
 

２－４ 高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る 

 

■現状と課題 

 ・本市では、地域包括支援センター（あんしんケアセンター）を市内１２か所に設置し、介護予

防の推進や高齢者の総合相談支援、権利擁護などに取り組んでいますが、本格的な超高齢社会

が到来する中、今後、一人暮らしの高齢者や認知症高齢者が増加し、見守りの必要性が高い高

齢者が増加すると見込まれています。とりわけ、短期間で同一世代が多く入居した大規模団地

などでは、地域コミュニティ単位で急速に高齢化が進む可能性が高く、地域の状況を踏まえた

対応が必要となります。 

・超高齢社会においても地域の活力を維持するためには、元気な高齢者が要支援・要介護状態に

なることを可能な限り防ぐとともに、介護予防や、社会参画などを通じた生きがいづくりを推

進することが必要です。 

・また、介護や支援が必要になっても、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活が送

れることが必要です。そのため、地域単位の高齢化の進行状況を踏まえながら、一人暮らしの

高齢者などの見守りや地域でのケア体制の充実、介護基盤の整備や福祉人材の確保・定着に向

けた一層の取組みが求められています。 
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■施策の展開 

２－４－１ 介護予防と生きがいづくりの促進 

・高齢者が要支援・要介護状態になることを可能な限り予防するための取組みを、総合

的・効果的に推進します。 

 ・高齢者が住み慣れた地域で元気にいきいきと暮らせるよう、社会参画の促進やシルバ

ー人材センターの充実などにより、高齢者が生きがいを持てる場の確保や機会の創設

を図ります。 

 

 

２－４－２ 地域生活支援の充実 

・高齢者が介護や支援を必要な状態になっても、できるかぎり住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けるよう、医療や介護サービス事業者などとの連携を図りながら、適切な

サービスが受けられるよう支援します。 

 ・今後ますます増加する認知症高齢者やその家族を地域で支えるための仕組みづくりや、 

見守りを必要とする一人暮らし高齢者への支援を推進します。 

 

 

２－４－３ 介護保険サービスの充実 

・要介護高齢者の増加に対応し、特別養護老人ホームなど介護基盤の整備を計画的に

進めることにより、利用者とその家族の負担軽減を図ります。 

・質の高いサービスを提供する介護人材の確保と職場への定着を図り、介護サービス

の質の向上に努めます。 
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２－５ 障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る 

 

■現状と課題 

・障害のある人もない人も、誰もがその能力・適性に応じて、自立した地域生活を送ることがで

きる共生社会の実現が求められています。 

・一方、高齢化の進展などに伴い、障害者は増加傾向にあり、障害の重度化・重複化の傾向もみ

られます。また、家庭における介護機能の低下がみられます。 

・多様化する障害者のニーズに応えるため、障害児の療育や相談支援など、障害者のライフステ

ージに応じた福祉サービスを的確に提供するとともに、多様な主体の連携により、地域社会が

一体となって、障害者の自立を支援・促進していくことが必要です。 

・また、バリアフリー・ユニバーサルデザインの考え方に基づき、誰もが安全に移動・利用でき

る環境を整えるとともに、「心のバリアフリー21」を促進することが重要です（バリアフリー化

に関する施策の展開については、「３－３－３ 人にやさしい移動環境の創出」で記載していま

す）。 

  

                                                   
21 ユニバーサルデザインの考え方を実現していくために、市民がバリアフリーに対する理解を深め、周りの

人々の見守りや支えあいなど、ちょっとした「心づかい」ができる社会をめざす、ソフト面のバリアフリ

ー化のこと。 
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■施策の展開 

２－５－１ 療育体制と相談支援の充実 

・療育センター・大宮学園など、障害の早期発見・早期療育の拠点の機能拡充などによ

り、障害児の療育体制の充実を図ります。 

・障害者相談センター・こころの相談センター等の専門的な相談機関の充実や、新たな

専門的課題に対応した相談体制の構築などにより、障害者が地域で安心して暮らせる

相談支援の充実を図ります。 

 

 

２－５－２ 地域生活支援の充実 

・障害福祉サービスや地域生活支援事業などの充実や、障害者施設の整備及び支援の強

化、利用者負担の軽減などにより、障害者の地域生活を支援します。 

 

 

２－５－３ 就労支援と社会参加の促進 

 ・きめ細かな就労支援や、障害者雇用の促進などにより、障害者の自立した生活を支援

します。 

 ・障害者のスポーツ大会の開催をはじめとする様々な交流活動を促進し、障害者の社会

参加を促進します。 
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方向性３ 

ひと・モノ・情報がつながる、 

生活基盤の充実したまちへ 
 

 

■基本方針 

１ 市民生活の安全・安心を守るため、災害・火災に強いまちづくりを進めるとともに、

交通安全・防犯対策の推進、消費生活の安定・向上などを図ります。 

 

２ 市民の快適な暮らしを支えるため、計画的な土地利用や良好な都市景観の形成を図

りながら、良好な市街地環境を創出するための基盤整備を進めます。 

  

３ ひと・モノ・情報が活発につながる都市をめざして、総合交通ネットワークの形成

を進めるとともに、人にやさしい移動環境の創出や、ＩＣＴを活かした利便性の向

上を図ります。 
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［施策体系］ 

 

  3

3-1 市民の安全・安心を守る

3-1-1　防災体制の充実

3-1-2　防災対策の推進

3-1-3　消防・救急体制の充実

3-1-4　交通安全の推進

3-1-5　防犯対策の推進

3-1-6　消費生活の安定・向上

3-2 快適な暮らしの基盤をつくる

3-2-1　市街地の整備

3-2-2　計画的な土地利用の推進

3-2-3　良好な都市景観の形成

3-2-4　住宅・住環境の充実

3-2-5　生活基盤の充実

3-3 ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる

3-3-1　公共交通ネットワークの形成

3-3-2　道路ネットワークの形成

3-3-3　人にやさしい移動環境の創出

3-3-4　ＩＣＴを活かした利便性の向上

ひと・モノ・情報がつながる、
生活基盤の充実したまちへ
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３－１ 市民の安全・安心を守る 

 

■現状と課題 

・首都直下型地震や、地球温暖化に伴う気象の変化がもたらす風水害など、本市の災害リスクは

高まっており、災害に強いまちづくりが求められています。 

・市民と一体となった防災体制の構築や、災害による被害を最小限に抑える防災対策を進めると

ともに、消防・救急体制の充実による被災者の速やかな救済や、都市機能の復旧・復興に向け

た仕組みづくりなどが重要です。 

・自動車による交通事故件数は横ばいで推移していますが、高齢者の運転による自動車事故や、

高齢者の徒歩・自転車による交通事故が増加しており、尐子超高齢社会に対応した交通安全対

策が求められています。 

・本市の犯罪発生件数は緩やかに減尐していますが、自転車盗・車上ねらいなど、身近な場所で

発生するいわゆる街頭犯罪が依然として多数発生しており、体感治安22は十分回復していませ

ん。市民による地域防犯活動が拡大していることから、今後も、市民の力を結集した地域防犯

体制の強化により、犯罪を抑止することが必要です。 

・消費生活の中でサービスの選択の幅が広がり、利便性が向上する一方で、消費者が被害にあう

リスクも高まっています。このようなリスクを軽減するとともに、被害者の迅速・的確な救済

が求められています。 

 

 

■施策の展開 

３－１－１ 防災体制の充実 

 ・災害に強いまちづくりに向けて、中枢危機管理機能の強化や、災害時の避難支援の強

化、自主防災組織の育成、防災井戸の指定などにより、市民と行政が一体となった防

災体制の充実を図ります。 

 

３－１－２ 防災対策の推進 

 ・急傾斜地の崩落防止や密集住宅市街地の環境整備、浸水被害の軽減などを図り、災害

による被害を最小限に抑えます。 

 ・鉄道駅の耐震補強や橋梁の長寿命化を推進し、災害時における交通基盤の機能確保を

図ります。    

                                                   
22 統計上の数値で示される治安（指数治安）とは異なり、人々が日常生活の中で漠然と感じている治安のこ

と。 



 

60 
 

 

３－１－３ 消防・救急体制の充実 

・超高齢社会に対応した防火対策の推進や、消防団活動の充実など、火災予防と消防体

制の充実を図り、火災に強いまちづくりを進めます。 

・増大する救急需要に対応するため、ＩＣＴを活用した救急業務の効率化などによる救

急体制の充実を図ります。 

・老朽化した消防署・所について、適切な機能更新を図ります。 

 

 

３－１－４ 交通安全の推進 

・交差点・歩道の改良や自転車走行環境の整備、放置自転車対策の推進など、超高齢社

会に対応した、人と自転車と車が共生する交通安全対策を推進し、市民の安全・安心

な移動空間の確保を図ります。 

 

 

３－１－５ 防犯対策の推進 

 ・市民防犯活動の支援や防犯カメラの設置支援、学校における防犯対策の推進など、犯

罪の抑止と発生時の対応の両面から、市民主体の防犯活動の促進と防犯対策の強化を

図ります。 

 

 

３－１－６ 消費生活の安定・向上 

 ・情報提供・普及啓発の推進や相談体制の充実など、消費者の権利の擁護及び自立支援

に向けた幅広い取組みを推進します。 
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３－２ 快適な暮らしの基盤をつくる 

 

■現状と課題 

・本市は、道路、下水道、公園など都市活動に必要不可欠な都市施設の整備や、土地区画整理事

業、再開発事業などによる市街地の面的整備及び機能更新を積極的に進めてきました。 

・市街地の面的整備については、厳しい社会経済情勢などから、事業の進捗が遅れている状況に

ありますが、現在進行中の市街地整備については、引き続き計画的に推進する必要があります。 

・また、ＪＲ千葉駅のリニューアルや、ＪＲ稲毛駅周辺の大規模遊休地の発生など、新たな状況

に対応した魅力ある市街地形成に向けた取組みに対し、支援などを行う必要があります。 

・同時に、既存ストックの有効活用を基本として、大規模団地の再生をはじめとする都市機能の

適切な維持・機能更新を、多様な主体の連携のもとで推進することが必要です。 

 ・土地利用については、都市機能の集約化を見据えた、長期的展望に基づく適切な土地利用誘導

が必要です。 

 ・都市の魅力を高めるうえで、地域特性を活かした良好な都市景観の形成が不可欠であり、適切

な誘導を図るとともに、多様な主体の連携による活動を促進する必要があります。 

 ・住宅・住環境については、既存ストックを有効に活用しながら、尐子超高齢社会に対応した、

子育て世代や高齢者などが安心して暮らせる良質な住宅・住環境の充実が求められています。

また、既成市街地においては、基盤整備が遅れたまま、老朽化した住宅が密集している地区が

見られることから、防災上の観点からも、住環境の向上を図る必要があります。 

 ・市営水道や公共下水道など、快適な市民生活を支える生活インフラについては、計画的な維持

管理・機能更新により、効果的・効率的な管理運営を図る必要があります。また、必要な地域

においては、引き続き整備を進めることが求められています。 

 ・今後想定される、所期の役割を終えた公共施設等については、財政状況や地域・民間のニーズ

などを総合的に踏まえた、より効果的・効率的な活用手法の検討が必要です。 

 

 

■施策の展開 

３－２－１ 市街地の整備 

 ・千葉駅西口地区市街地再開発事業や土地区画整理事業など、現在進行中の市街地の面

的整備を計画的に推進します。 

・ＪＲ千葉駅やＪＲ稲毛駅周辺などにおける、新たな状況に対応した魅力ある市街地形

成に向けた取組みに対し、連携・支援などを行います。 

・大規模団地の再生を促進するなど、既存ストックを活用した良好な市街地環境の形成

を図ります。 



 

62 
 

 

 

３－２－２ 計画的な土地利用の推進 

 ・人口減尐・尐子超高齢社会に対応するため、都市機能集約化の検討を踏まえた都市計

画マスタープランの見直しなど、集約型都市構造への転換を見据えた、長期的展望に

基づく計画的な土地利用誘導を推進します。 

 ・地区計画23などの策定支援を通じて、市民主体の計画的なまちづくりを促進します。 

 

 

３－２－３ 良好な都市景観の形成 

・景観形成推進地区の指定や屋外広告物適正化の推進などにより、本市の地域特性を活

かした、良好な景観の形成を推進します。 

 

 

３－２－４ 住宅・住環境の充実 

 ・新婚・子育て世代及び高齢者向けの居住支援や、分譲マンションの再生支援、市営住

宅の機能更新などにより、既存ストックの有効活用を図りながら、尐子超高齢社会に

対応した良好な住宅・住環境の創出を図ります。 

 ・密集住宅市街地の環境整備により、安全・安心な住環境の形成を図ります。 

 ・生活困窮者に対する居住支援などにより、住環境の面から市民の生活の安定を図りま

す。 

 

３－２－５ 生活基盤の充実 

 ・市営水道・下水道、生活道路、墓地・斎場などの機能更新及び整備を進め、快適で安

心な市民生活を支えます。 

・本庁舎や中央コミュニティセンター、区役所などの適切な機能更新により、行政サー

ビス提供基盤の充実を図ります。 

・アセットマネジメントに基づく公共施設の長寿命化など、既存ストックの有効活用を

図るとともに、所期の役割を終えた公共施設などについては、財政状況や地域・民間

のニーズなどを総合的に踏まえた、より効果的・効率的な活用を行います。 

  

                                                   
23 比較的身近でまとまった範囲を一つの「地区」として、地区単位で住民が話し合いをし、この地区をどの

ようなまちにするかの目標や、具体的な道路・公園等の配置、建ててはいけない建築物、建築物の高さなど、

きめ細かく地区独自のまちづくりのルールを定める計画のこと。 
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３－３ ひと・モノ・情報がつながる基盤をつくる 

 

■現状と課題 

 ・公共交通や自動車交通などで構成される総合交通ネットワークは、広範な人と物の移動を支え

る、都市活動の動脈であり、都市の魅力の重要な要素でもあることから、体系的な整備が求め

られています。尐子超高齢社会の到来や低炭素社会の実現、集約型都市構造への転換などを踏

まえ、公共交通を中心としたネットワークの強化・充実が必要です。 

 ・公共交通ネットワークについては、鉄道・モノレールなどの基幹的交通を中心に、利便性の向

上や交通結節機能の向上など、既存のネットワークの機能を強化する必要があります。同時に、

基幹的な公共交通ネットワークを補完する、バスなどの地域交通について、極端な不便が生じ

ないよう配慮することも重要です。 

・人口減尐・尐子超高齢化が進む中、公共交通の維持・充実を図るためには、公共交通の利用を

促進することが重要です。中でも、需要の尐ない地域交通については、市民が自ら地域交通を

支えるという視点から、特に積極的な利用を図るなど、地域住民の主体的な取組みにより路線

の維持に努めるとともに、地域・事業者・行政の一層の連携が必要です。 

 ・道路ネットワークについては、ハード・ソフト両面から既存のネットワークの改善を図るとと

もに、放射方向の路線に比べて整備が遅れている環状方向の路線を中心に整備を進め、交通の

整流化を図る必要があります。 

・また、バリアフリー・ユニバーサルデザインの考え方に基づき、誰もが安全・快適に移動・利

用できる環境を整えるとともに、「心のバリアフリー」を促進することが重要です。 

 ・情報ネットワーク社会を支えるＩＣＴをさらに活用し、わかりやすい情報提供など市民サービ

スの向上に努めるとともに、市民活動などの促進を図ることが必要です。なお、取組みを進め

るにあたっては、ＩＣＴの活用が難しい市民に配慮する視点も引き続き必要です。 

 

 

■施策の展開 

３－３－１ 公共交通ネットワークの形成 

 ・鉄道・モノレール・バスの利便性の維持・向上や、ＪＲ千葉駅・ＪＲ稲毛駅における

交通結節機能の強化などにより、公共交通を中心とした交通ネットワークの強化・充

実を図ります。 
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３－３－２ 道路ネットワークの形成 

 ・環状方向の路線の整備などにより、人の移動や経済活動を支える道路ネットワークの

形成を進めます。 

・交差点の改良などボトルネックの解消、道路の質の向上などにより、既存の道路ネッ

トワークの充実を図ります。 

・ＴＤＭ24やモビリティマネジメント25などにより、交通需要の調整を図ります。 

・都市計画道路の見直しにより真に必要な路線の絞り込みを行うなど、重点的・効果的

な道路整備を行います。 

 

 

３－３－３ 人にやさしい移動環境の創出 

 ・鉄道駅・モノレール駅などにおいて、公共交通のバリアフリー化を進めるとともに、

歩道・電線共同溝の整備など、道路のバリアフリー化を進めます。 

 ・建物や公園、駐車場などのバリアフリー化などにより、公共交通・道路と併せたトー

タルな移動空間のバリアフリー化を推進します。 

・道路の幅員が狭く、すれ違いが出来ないなど、日常生活や消防活動に支障のある生活

道路の整備を推進し、安全性・利便性の向上を図ります。 

 ・自転車走行環境の整備や、放置自転車対策の推進など、自転車と人と車が共生する環

境づくりを進めます。 

 ・「心のバリアフリー」に基づく、市民の主体的なソフト面の取組みを促進します。 

 

 

３－３－４ ＩＣＴを活かした利便性の向上 

 ・電子申請サービスの拡大、戸籍事務の電子化、救急業務の効率化、選挙管理システム

の導入及び証明書等のコンビニ交付の検討などにより、ＩＣＴを活用した行政事務の

効率化と市民サービスの向上を図ります。 

 ・地域ＳＮＳを活用した緑と花に関する情報を共有できる環境づくりなどにより、市民

の主体的な情報発信・情報共有及びネットワーク化を促進します。 

 ・クラウドコンピューティング26に関する研究を進め、広域的な連携も含めた業務効率化

を図ります。 

                                                   
24 車の利用者の交通行動の変更を促すことにより、道路交通混雑を緩和する手法のこと。ＴＤＭは、

Transportation Demand Management の略。 
25 たとえば、きめ細かい公共交通の情報提供や、自らの交通行動をチェックしてもらうことなどにより、過

度な自動車利用から公共交通を適切に利用する方向に、自発的な行動の変化を促す手法のこと。 
26 インターネット（しばしばクラウド｛＝雲｝と表現される）上にグローバルに拡散したハードウェア・ソ

フトウェア・データリソースを使って、ユーザーがその所在や内部構造を意識することなく利用できる環

境や、その利用スタイルのこと。 
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方向性４ 

 豊かな心が育ち、 

新たな価値が生まれるまちへ 
 

 

■基本方針 

１ 未来を担う人材を育成するため、学校教育の振興を図ります。 

 

２ 市民の豊かな暮らしを支えるため、生涯学習活動・スポーツ活動の充実に向けた取

組みを推進します。 

  

３ 個性ある文化をはぐくむため、文化・芸術の振興を図るとともに、文化的財産の保

全・活用を図ります。 

 

４ 新たな価値の創出を図るため、国際化を推進するとともに、大学・企業等との連携

によるまちづくりを推進します。 

 

５ 市民が持てる力を発揮してまちづくりに取り組めるよう、市民参加・協働の拡大や

男女共同参画社会の形成に向けた取組みを進めます。 
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［施策体系］ 

 

  
4

4-1 未来を担う人材を育成する

4-1-1　学校教育の振興

4-2 生涯を通じた学びを支える

4-2-1　生涯学習の推進

4-2-2　スポーツ・レクリエーション活動の推進

4-3 文化を守り、はぐくむ

4-3-1　文化・芸術の振興

4-3-2　文化的財産の保全と活用

4-4 多様な交流・連携により新たな価値を創る

4-4-1　国際化の推進

4-4-2　大学・企業等との連携の推進

4-5 市民の力をまちづくりの力へ

4-5-1　市民参加・協働の推進

4-5-2　男女共同参画の推進

豊かな心が育ち、
新たな価値が生まれるまちへ
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４－１ 未来を担う人材を育成する 

 

■現状と課題 

 ・尐子化の進行に伴い、子どもの数が減尐する中、将来にわたり社会・経済の活力を保ち続ける

ためには、子どもが自らの能力を十分に発揮する力を身につけることが重要です。 

 ・教育をめぐっては、子どもの学ぶ意欲や体力の低下、いじめ等の問題行動、不登校、家庭の教

育力の低下など、多くの課題が指摘されています。 

 ・子ども一人ひとりが、自らの能力を最大限に発揮し、自己実現を図っていく力を身につけると

ともに、命を大切にする心など、豊かな心をはぐくむことが重要になってきており、子どもが

自ら考え行動する力や創造する力を育てるなど、新しい時代に対応した教育の充実・振興が求

められています。 

・とりわけ、情報ネットワーク社会においては、氾濫する大量の情報から必要・確実な情報を的

確に選択・活用していく能力が求められることから、情報教育の重要性が増しており、的確な

対応が求められています。 

 ・尐子超高齢社会、グローバル社会などの進展に伴い多様化・複雑化する教育課題に対して、学

校と家庭のみで対応することが難しくなってきています。これを補うため、総合的な視点に基

づく、地域社会や企業、研究機関などとの連携による取組みの強化が求められています。 

 ・本市の学校施設は、人口が急増した昭和４０年代から５０年代に建設されたものが多いことか

ら、老朽化が進んでいます。子どもが安心して学べるよう、計画的な機能更新などを進めると

ともに、地域コミュニティの拠点としての機能を備えた学校づくりが必要です。 
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■施策の展開 

４－１－１ 学校教育の振興 

 ・学校適正配置（小中学校の統合等）の推進により、尐子化による児童生徒数の減尐に

対応するとともに、公平な教育環境を整え、教育の質の向上を図ります。 

・尐人数指導や学習形態の工夫などに基づく「わかる授業」の推進により、児童生徒の

学習意欲と基礎的な知識・技能の習得を促進します。 

 ・農山村留学などの体験活動や、ボランティア教育、職場体験学習などにより、社会性

を備えた豊かな心の育成を図ります。 

 ・情報教育の整備・充実により、情報ネットワーク社会において主体的に情報を選択す

る能力や、情報に関するモラル・マナーの育成を図ります。 

 ・老朽化・耐震化対応などによる学校施設・設備の整備を計画的に進めるとともに、学

校防犯対策を推進し、安全に安心して学べる環境づくりを進めます。 

 ・地域社会や企業、研究機関などとの連携により、学校教育の充実を図ります。 

・地域コミュニティの拠点としての機能を備えた、開かれた学校づくりを推進します。 

 ・地産地消の推進など学校給食の充実や、家庭での食生活の改善指導など、食育による

望ましい食習慣の習得を推進します。 
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４－２ 生涯を通じた学びを支える 

 

■現状と課題 

 ・急速に変化する社会経済情勢の中で、生涯学習の必要性・重要性が増しています。また、ライ

フスタイルや価値観の多様化に伴うニーズの多様化も進んでいます。本市でも、生涯学習講座

の受講者数が順調に伸びており、市民の関心が高まっています。 

・これまで、施設の整備や学習機会の提供などを中心に取組みを進めてきましたが、自分が学び

たいことが学べる場があると思う市民はいまだ尐ない状況であることから、引き続き、市民に

身近な学習の場の確保や学習機会の提供、効果的な情報発信などに努める必要があります。 

・一方、これまでの取組みでは、学習成果の活用や地域社会への還元については不十分な面があ

りました。そのため、今後は、まちづくりやボランティアなど、市民の公共活動との連携を強

化した取組みを推進することが求められています。 

・また、多様化・複雑化するニーズにすべて行政が対応することは難しくなってきており、多様

な主体の連携により、市民一人ひとりの生涯学習を促進することが求められています。 

 ・市民のスポーツ・レクリエーション活動は、ストレスの多い現代にあって、心身ともに健康で

楽しい暮らしを支える重要な要素です。 

・多様なレクリエーション機能を持った施設整備を進めてきた結果、スポーツ・レクリエーショ

ンの活動基盤は概ね充足してきています。一方で、定期的にスポーツ・レクリエーション活動

を行っている市民は決して多くないことから、今後は、効果的な情報提供や民間施設の活用な

どにより、市民の活動を促進する必要があります。また、リニューアルの必要な施設について

は、計画的な機能更新などを進めることが必要です。 

・他方、本市は千葉ロッテマリーンズとＪＥＦユナイテッド市原・千葉という二つのプロスポー

ツチームの本拠地であり、本市の大きな魅力のひとつとなっています。今後は、この二つのチ

ームを中心とした、スポーツを核としたまちづくりにより、都市の魅力の向上と市民のスポー

ツ活動の興隆を図ることが重要です。 
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■施策の展開 

４－２－１ 生涯学習の推進 

 ・生涯学習基盤の機能更新や読書環境の整備、的確な情報発信などにより、身近な学習

機会の確保や学習機会の提供を図ります。 

・市民の公共活動との連携を強化し、生涯学習効果の地域社会への還元を進めます。 

 

 

４－２－２ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 ・的確な情報発信や、民間施設の活用、スポーツ・レクリエーション施設の機能更新な

どにより、市民の主体的なスポーツ・レクリエーション活動を促進します。 

・千葉ロッテマリーンズとＪＥＦユナイテッド市原・千葉の二つのプロスポーツチーム

を中心とした、多様な主体の連携によるスポーツを核としたまちづくりを推進し、ス

ポーツ活動の興隆と地域活性化を図ります。 
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４－３ 文化を守り、はぐくむ 

 

■現状と課題 

 ・本市では、市民による、地域を活動拠点とした文化芸術活動やイベントが、活発に行われてい

ます。しかしながら、戦後、急激な人口流入により都市として成長した本市では、文化の個性、

「千葉らしさ」が見えてこないという指摘があります。 

 ・また、空襲により中心市街地などが焼け野原となった本市では、まちの歴史的な側面を感じら

れるまとまった場所がなく、文化的財産は点在している状況です。 

 ・したがって、本市の文化の個性を高めるためには、効果的な情報提供などにより、市民の主体

的な文化芸術活動の興隆・定着を促進するとともに、市民が千葉市の歴史を身近に感じ、愛着

を持つことができるよう、文化的財産の保全・活用を図ることが重要です。 

 ・また、行政のみならず、企業をはじめとする多様な主体の連携により、社会が一体となって多

彩な文化芸術の育成・発展に寄与することが求められています。 
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■施策の展開 

４－３－１ 文化・芸術の振興 

 ・文化芸術振興計画に基づく取組みの推進により、地域の特性を生かした特徴ある文化・

芸術活動を促進します。 

・文化施設や科学館などの適切な管理運営や計画的な機能更新により、市民の活動環境

の維持・充実を図ります。 

・文化・芸術に関するイベントの企画の充実や的確な情報発信などにより、市民が文化・

芸術に触れられる機会の充実を図ります。 

 

４－３－２ 文化的財産の保全と活用 

 ・文化財・史跡等の整備や博物館の充実などにより、市民が身近に本市の歴史・文化に

触れ、愛着を深めることができる環境づくりを推進します。 
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４－４ 多彩な交流・連携により新たな価値を創る 

 

■現状と課題 

・本市は、千葉港、幕張メッセを擁し、成田国際空港に近接するなど、海外との多様な交流を可

能とする基盤を有しています。 

・姉妹・友好都市をはじめとした海外都市との交流は、これまで儀礼的・親善的な交流を中心に

進めてきましたが、今後は、より実質的な取組みとして、海外進出を目指す企業や人材の育成

等、千葉市の産業、文化、スポーツなど様々な分野において両市の効果等が期待できるような

交流を行っていくことが必要です。 

・市内に定住する外国人は、日本で結婚・育児をし、長期の就労をする人も多いことから、さま

ざまな文化的背景をもつ市民が互いを受容し、助け合うことのできる多文化共生社会の実現に

向けた取り組みが求められています。 

・本市の外国人市民数は増加傾向が続いており、これに伴い外国人から寄せられる相談も増加し

ています。国際交流・国際協力ボランティアの登録者数も増加傾向にありますが、斡旋件数は

微増にとどまっています。このため、民間の国際交流団体との連携を深めながら、ボランティ

アの更なる活用などを通じて、外国人市民が暮らしやすい地域づくりに向けた取組みを進める

必要があります。 

・地域の大学や企業は、研究開発など高度な専門性や人材育成力、都市の活力の源泉でもある学

生・社員の存在など、まちづくりを進めるうえでの貴重な資源であり、重要なパートナーです。 

・本市に立地する主体の特性を活かしながら、大学・企業をはじめとする多様な主体がそれぞれ

の役割に応じた連携を行うことで、多様化・複雑化する課題への対応を図るとともに、新たな

価値の創出を図ることが必要です。 
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■施策の展開 

４－４－１ 国際化の推進 

 ・千葉市の産業、文化、スポーツなど様々な分野における戦略的な姉妹・友好都市交流

と情報発信などにより、より効果的な海外都市との交流を推進します。 

 ・日本語学習支援など外国人市民の自立に向けた支援や、外国人市民の地域社会への参

画と外国人市民・日本人市民の相互理解の促進などにより、外国人市民も日本人市民

もともに暮らしやすい、多文化共生のまちづくりを進めます。 

 

４－４－２ 大学・企業等との連携の推進 

 ・国際経済交流や、産学官連携による地域産業の活性化、科学都市戦略に基づく取組み

の推進などにより、大学・企業をはじめとする多様な主体との一層の連携による、新

たな価値を生み出すまちづくりを進めます。 
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４－５ 市民の力をまちづくりの力へ 

 

■現状と課題 

 ・市民の公共活動に対する関心の高まりに伴い、実際の活動も増えてきています。また、超高齢

社会の到来に伴い、公共活動の担い手として期待される元気な高齢者の数も増えていきます。 

・しかしながら、関心を持ちながら実際には活動を行っていない市民、あるいは関心がうすい市

民も多数いることから、市民の関心を高め、関心を実際の活動に結びつけていくことにより、

市民による主体的なまちづくりを促進することが重要です。 

 ・また、活動の場の提供や協働事業の展開、わかりやすい情報提供やボランティアのマッチング

など、市民による主体的な公共活動及びそのネットワーク化を支援することも重要です。 

・さらに、地域活動に密着した取組みをより効果的に支援するため、区役所を区民との協働の拠

点としてとらえ、役割を強化していく必要があります。 

 ・尐子超高齢社会において、市民がまちづくりにおいて十分に力を発揮するためには、男女が互

いの人権を尊重しあい、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の形成に向けた取組

みが求められています。 
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■施策の展開 

４－５－１ 市民参加・協働の推進 

 ・市民参加・協働の意欲の向上や、実際の活動につなげるための取組みを推進し、市民

参加・協働の拡大を図ります。 

 ・わかりやすい情報提供やボランティアのマッチングなどにより、市民の公共活動及び

そのネットワーク化を支援します。 

 ・協働事業の展開などにより、区民との協働拠点としての、区役所の役割を強化します。 

 ・地区計画などの策定支援を通じて、市民主体の計画的なまちづくりを促進します。 

 

 

４－５－２ 男女共同参画の推進 

 ・男女共同参画基本計画に基づく取組みの推進により、誰もが個性と能力を十分発揮で

きる、男女共同参画社会の形成を図ります。 
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方向性５ 

ひとが集い働く、 

魅力と活力にあふれるまちへ 
 

 

■基本方針 

１ 都市の魅力を高めるため、３都心などの魅力向上や都市イメージの向上などに取り

組みます。 

 

２ 地域経済を活性化するため、産業・商業等の振興や、地域経済を担う人材の確保、

勤労者施策などを推進します。 

 

３ 市民の豊かな生活を支えるため、農畜産物の安定供給や農業・農村の多面的機能の

継承などに向けた取組みを推進します。 
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［施策体系］ 

 

  

5

5-1 都市の魅力を高める

5-1-1　３都心などの魅力向上

5-1-2　都市イメージの向上

5-1-3　観光の振興

5-2 地域経済を活性化する

5-2-1　産業の振興

5-2-2　商業・サービス産業の振興

5-2-3　物流・港湾機能の強化

5-2-4　勤労者の支援と雇用の創出

5-3 都市農林業を振興する

5-3-1　新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給

5-3-2　安定した農業経営の育成

5-3-3　農業・農村の持つ多面的機能の継承

ひとが集い働く、
魅力と活力にあふれるまちへ
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５－１ 都市の魅力を高める 

 

■現状と課題 

 ・本市では、３都心（千葉都心、幕張新都心及び蘇我副都心）の育成・整備を通じて、都市の魅

力の充実を図ってきました。特に、千葉都心及び幕張新都心の機能集積は、本市が首都圏の大

都市として比較的高い就従比27を維持していることに大きく貢献しています。 

・しかしながら、厳しい社会経済情勢や、東京都心回帰をはじめとする都市間競争の激化などに

より、機能集積が十分に進まない面も見られます。今後は、各都心の機能・役割に応じた一層

の機能充実による魅力の向上が課題となっています。 

 ・千葉都心については、既存の集積を活かしながら、ソフト・ハード両面から、まちなかの魅力

や回遊性の向上など中心市街地の活性化を図るほか、海を活かした中央港地区の魅力向上を図

ることなどが必要です。 

・幕張新都心については、立地企業の連携による、活性化に向けた新たな取組みや、文教地区や

拡大地区の整備などを通じた機能集積の推進が求められています。 

・蘇我副都心については、既存の商業機能やスポーツ・レクリエーション機能、防災機能を核と

しながら、引き続き育成・整備を図る必要があります。 

・また、本市の都市機能の総合的な充実を図るため、生活の核となる地域拠点などの機能の維持・

向上を図る必要があります。 

 ・本市は千葉県のほぼ中央に位置していることから、東京都心・房総半島各地ともに近く、ビジ

ネス・レジャー双方で高い利便性を有しています。また、気候が温暖で、海・川や緑地などの

自然環境や農村などが残されているなど、都市型のライフスタイルと自然とのふれあいをとも

に満喫できる良好な住環境に恵まれているほか、プロスポーツチームの本拠地であるなど、

様々な魅力があります。 

・これらを束ねる都市イメージの向上を図るため、対外的な認知度の向上や、市民の「誇り」と

「一体感」の醸成などをめざして、シティセールスの取組みを推進してきました。今後も、都

市イメージの源泉となる地域資源を発掘・育成するとともに、効果的な情報発信を行うことに

より、多くの人が「訪れてみたい」「住みたい」「住み続けたい」と思えるような、都市イメー

ジの向上を図ることが重要です。 

 

 

 

  

                                                   
27 当地で従業する就業者数（従業人口）を、当地に常住する就業者数（就業人口）で除した数値。100％を

超えると、産業都市としての性格が強くなり、100％を下回ると、住宅都市としての性格が強くなる。 
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■施策の展開 

５－１－１ ３都心などの魅力向上 

 ・千葉都心について、中心市街地の活性化を進めるとともに、中央港地区における海を

活かしたまちづくりやＪＲ千葉駅のリニューアルに伴う周辺地区の市街地形成などに

より、新たな魅力の創出を図ります。 

 ・幕張新都心について、立地企業の連携による活性化に向けた新たな取組みを推進する

とともに、文教地区・拡大地区の整備など、機能集積の推進を図ります。 

 ・蘇我副都心について、商業・スポーツ・レクリエーション・防災機能を核として、蘇

我駅周辺地区や臨海部の整備を推進します。また、蘇我エコロジーパークの整備を促

進します。 

・地域拠点について、ＪＲ稲毛駅周辺における大規模な遊休地の発生に対応した市街地

形成に向けた取組みに対し、連携・支援などを行うとともに、ＪＲ誉田駅周辺のまち

づくりなどを推進します。 

 

 

５－１－２ 都市イメージの向上 

 ・民間との連携を含めたメディアを活用した積極的な情報発信などにより、本市が有す

る多様な魅力の認知度を高めるとともに、市民による魅力の再発見を進めます。 

 ・千葉ロッテマリーンズとＪＥＦユナイテッド市原・千葉の二つのプロスポーツチーム

を中心とした、スポーツを核としたまちづくりなどにより、市民・団体・企業などと

の連携による魅力の向上を図ります。 

・中央港地区の海を活かしたまちづくりなどにより、地域特性を活かした新たな魅力や

活力の創出を図ります。 

・住政策を含めた子育て支援の推進などにより、若い世代から選ばれる「住みたい」「住

み続けたい」まちの実現を図ります。 

 

 

５－１－３ 観光の振興 

 ・幕張新都心のコンベンション機能など既存ストックの活用や、海や農村など豊かな資

源を活用した魅力の充実などにより、交流人口の増加による地域活性化を図ります。  
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５－２ 地域経済を活性化する 

 

■現状と課題 

・本市は、首都圏の大都市としては比較的高い就従比を維持しており、産業都市としての側面も

有しています。産業の構成は、第２次産業の割合が尐なく、第３次産業の割合が特に多くなっ

ています。 

 ・経済のグローバル化や、産業構造の転換、消費者ニーズの多様化などを背景に、我が国の経済

状況は不透明感を増しています。本市においても、製造業など一部で回復がみられますが、事

業所数や雇用など、概ね厳しい状況が続いています。 

 ・厳しさを増す競争環境の中で、市内産業の持続的な成長・発展を支えるためには、本市の産業

特性やニーズを踏まえながら、グローバルな視点から市民生活を支える視点まで、多面的な取

組みにより、産業構造の強化を図りながら、新たな産業や地域経済を担う人材の育成を図る必

要があります。 

 ・本市の商業については、県内で最大の商圏人口28及び吸引人口29を有しており、全体としては商

圏を維持しています。しかしながら、個人商店の利用が伸びず、商店街の売上げは減尐し、多

くの空き店舗が発生しています。 

・超高齢社会に対応した、高齢者が歩いて買い物を楽しめる身近な商業環境の維持・充実に向け

た主体的な取組みを支えることが求められます。また、市民によるコミュニティビジネス30の

普及促進を図り、市民主体の地域経済活動を支えることも重要です。 

・また、経済活動の効率化を図るため、物流・港湾機能の強化を図ることも重要です。 

 ・雇用情勢や労働環境が厳しさを増す中、産業振興を通じた雇用の創出や、相談体制の充実など

勤労者の支援を図ることが必要です。 

 

  

                                                   
28 商圏（顧客吸引力が及ぶ範囲｛千葉市への買物出向が見られる地域の範囲｝）内市町村の全行政人口のこ

と。 
29 千葉市に実際に買物出向している（と想定される）人口のこと。 
30 地域住民が、地域の課題をビジネスの手法により解決すること。ビジネスの手法をとることから、地域雇

用の創出、地域の産業・経済の活性化につながる。 
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■施策の展開 

５－２－１ 産業の振興 

 ・国際経済交流や企業立地の推進などにより、グローバルな視点を含む産業の振興を図

ります。 

 ・産学官連携による地域産業の活性化や、科学都市戦略に基づく取組みの推進などによ

り、多様な主体の連携による、新たな産業の創出などを図ります。 

 ・起業家精神教育（キッズ・アントレプレナーシップ教育）などを通じて、将来の地域

経済を担う人材を育成します。 

 

 

５－２－２ 商業・サービス産業の振興 

 ・商業活動などの活性化を促進し、超高齢社会に対応した、市民に身近な地域経済の活

性化を図ります。 

・コミュニティビジネスの支援などにより、市民主体の地域経済活動の振興を図ります。 

 

 

５－２－３ 物流・港湾機能の強化 

・市場機能の強化や千葉港の公共ふ頭の改良促進などを通じて、物流・港湾機能の強化

を図り、経済活動の効率化を図ります。 

 

 

５－２－４ 勤労者の支援と雇用の創出 

 ・産業振興を通じた雇用の創出や住環境の充実などにより、職住近接によるワーク・ラ

イフ・バランスの充実を図ります。 

・相談体制の充実などにより、勤労者が安心して働ける環境づくりを進めます。 
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５－３ 都市農林業を振興する 

 

■現状と課題 

 ・本市の農業は、市民や首都圏への食料の安定供給を担っており、県下有数の農業粗生産額を誇

っています。 

・また、農業・農村は、自然環境の保全、防災、レクリエーション、文化の伝承などの多面的機

能を有しており、本市のかけがえのない資源でもあります。市内の農業・農村を身近に感じて

いる市民も増えてきています。 

・しかしながら、農業従事者の高齢化や後継者の不足、市街地開発などにより、農業の担い手や

農地面積などの減尐が続いています。 

・このため、食料の安定供給の確保に加え、農業・農村の持つ多面的機能の継承を図る観点から、

柔軟な考え方による農業の担い手の確保や、都市部と農村部の交流を進めながら、積極的な農

業振興を図る必要があります。 
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■施策の展開 

５－３－１ 新鮮で安全・安心な農畜産物の安定供給 

・地産地消の推進により、生産者と消費者の顔の見える関係を構築し、生産・消費意欲

の向上を図るとともに、新鮮で安全・安心な農産物の安定的な供給を図ります。 

・農政センターや乳牛育成牧場などの機能更新などにより、優良種苗の提供や乳牛の資

質の改善を通じた、産地・生産農家の育成や酪農家の経営安定化などを図ります。 

 

 

５－３－２ 安定した農業経営の育成 

 ・優良農地の確保や担い手の育成、環境にやさしい農業の推進などにより、農業経営の

安定化に努め、将来にわたる農業の持続的な発展を図ります。 

 

 

５－３－３ 農業・農村の持つ多面的機能の継承 

 ・いずみグリーンビレッジ拠点などの整備により、都市部と農村部の交流の拡大を図り

ます。 

 ・市民農園の整備やふるさと農園の機能更新などにより、市民が身近に農業に親しめる

環境づくりを進めます。 

 ・森林の整備・保全や里山の保全などにより、豊かな自然環境と田園風景の継承を図り

ます。 
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■ 区基本計画（別途作成中） 
 
 ・区の特性を活かした、各区のまちづくりの方向性などを示します。 

・区基本計画については、区民検討会を中心に別途策定を進めるため、本年１０月頃に

素案を示す予定です。 


